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農 林 部 長 渡 邊 重 美 経 済 産 業 部 長 冨 樫 真 司
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午前１０時 開 議

○議長（後藤 健） おはようございます。

これより本日の会議を開きます。

○議長（後藤 健） 本日の議事は、議事日程第２号をもって進めます。

○議長（後藤 健） 日程第１、一般質問を行います。

順次質問を許します。６番秩父博樹議員。

（「はい、議長、６番」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、秩父議員。

【６番 秩父博樹議員 登壇】

○議長（後藤 健） １番の項目について質問を許します。

○６番（秩父博樹） おはようございます。公明党の秩父博樹です。一般質問させていた

だきます。１項目です。よろしくお願いいたします。

障がい者の移動や暮らしの利便性向上についてお伺いいたします。

障がい者の移動や暮らしの利便性向上のための障害者手帳アプリ「ミライロＩＤ」に

ついてお伺いいたします。

障がい者があらゆる分野の活動に参加することを促進するために、障害者基本法があ

りますが、障害者手帳を所持していることにより受けられる様々な割引やサービスを利

用する際には、現在は、その都度障害者手帳の提示が必要となっております。

しかし、当事者の方にお聞きすると、手帳を携帯するのを忘れたり、かばんや財布か



- 41 -

ら手帳を取り出すことが手間であったり、また、長く使っていると手帳が劣化してボロ

ボロになってしまうなど、紙の障害者手帳の不便さをお聞きします。

現在、障害者手帳を提示せずに割引やサービスを利用できる「ミライロＩＤ」という

スマートフォン向けのアプリが開発されております。従来の紙の障害者手帳を所持する

ことで受けられた割引やサービスに加えて、飲食店やレジャー施設などでお得に使える

電子クーポンも提供され、障がい者割引が適用された金額で購入できるオンラインチ

ケットを買うこともできます。

現在、これは８月１日時点での数字ですが、３，８３９の事業者で、この「ミライロ

ＩＤ」が使えるようになっております。

また、障がい種別に応じて生活に役立つ情報や、お得な情報をスマートフォンに配信

でき、外出時の不安軽減に向けて施設や店舗のバリアフリー情報を掲載することで、

「ミライロＩＤ」に登録された方は、出掛ける時の様々な場面でとても便利になり、外

出しやすい環境をつくることができます。

株式会社ミライロＩＤを検索すると、社長さんが車椅子を利用していることが分かり、

当事者の思いに、より近づけるサービスを展開できるものと確信しました。障がいに関

する不便さの解消や社会参加を促すきっかけを創出することで、ユーザー体験のさらな

る向上を実現するとホームページにもありました。

この障害者手帳アプリ「ミライロＩＤ」については、利便性の向上や障がい者の本人

確認の簡素化のため、デジタルツールの一つとして全国的に導入が進んでおります。そ

こでまず１点目に、現在、この障害者手帳をお持ちの方の障がい別の人数についてお伺

いいたします。

２点目ですが、大仙市においても、この「ミライロＩＤ」の適用拡大に向けて、障が

い者の方が公共施設を利用する際に受けられる割引などの減免手続きや、また、手帳情

報をスマートフォン画面に表示されたもので可能かどうかなど、調査を実施してはいか

がでしょうか。

以上２点、お伺いいたします。

○議長（後藤 健） １番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行） 秩父博樹議員の障がい者の移動や暮らしの利便性向上に関する質問

につきましては、健康福祉部長に答弁させますので、よろしくお願いいたします。

○議長（後藤 健） 佐々木健康福祉部長。
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○健康福祉部長（佐々木隆幸） 秩父博樹議員の質問にお答え申し上げます。

質問の、障がい者の移動や暮らしの利便性向上についてであります。

はじめに、障害者手帳をお持ちの方の障がい別の人数についてでありますが、障害者

手帳には、身体に法律に定める程度の障がいが認められる方に交付される身体障害者手

帳のほか、知的な発達に遅れがある方に交付される療育手帳、それから、精神障がいの

ために長期にわたり生活の制限がある方に交付される精神障害者保健福祉手帳の３種類

があります。

本市におけるそれぞれの手帳所有者の数につきましては、本年７月３１日現在で、身

体障害者手帳が４，０８１人、療育手帳が７０９人、精神障害者保健福祉手帳が６０８

人、計５，３９８人となっております。

次に、「ミライロＩＤ」の適用拡大についてでありますが、このアプリケーションは、

スマートフォンに障害者手帳の情報を登録し、その登録画面を提示することにより、手

帳の所有者であることが確認できるものであります。令和２年６月には、内閣官房から

関係省庁に対し、障がい者の本人確認等の手続きにおける簡素化事例として紹介されて

おります。

現在、公共交通機関や施設等の障がい者減免の手続きの際には、原則、障害者手帳の

提示をお願いしているところでありますが、この「ミライロＩＤ」の利用を可能とする

ことで、手帳を携帯する必要がなくなることから、身体的な負担軽減が図られるほか、

手帳を提示する際に周囲の目が気になるといった心理的な負担の軽減にもつながるもの

と考えております。

この「ミライロＩＤ」を本人確認の方法として活用するためには、申請を受け付ける

利用施設等が、紙の障害者手帳に代えて、このアプリケーションで表示された情報での

確認を可能とする必要があります。

市では、現在、このような手続きに際しましては、柔軟に対応するよう努めていると

ころであります。

こうした障害者手帳のデジタル化は、障がいのある方の身体的及び心理的負担の軽減

につながるとともに、生活の利便性の向上に資するものでありますので、まずは市役所

庁内での調査を行い、関係部署とも連携しながら「ミライロＩＤ」が利用できる体制を

構築してまいりたいと存じます。

また、民間事業者等における適用につきましても、さらに拡大されますよう周知を努
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めてまいりたいと考えておりますので、ご理解くださるようお願い申し上げます。

以上になります。

○議長（後藤 健） 再質問はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、秩父議員。

○６番（秩父博樹） 活用する方向で、これから進めていただけるということで、ありが

とうございます。よろしくお願いいたします。

障害者手帳の現在、先ほど３種類ご答弁いただきました。延べ人数になるかと思いま

す。二つ併せ持っている方もいらっしゃるかと思うので、延べ人数で５，３９８人。

ちょっとどれぐらいの方が併せ持っているかいないのかちょっと分からないんですけど、

ざっくりと、例えば今の市でいうと、ざっくり８人に１人とかそういう感じなのかどう

か分かりませんが、それぐらいなのかなというイメージしたところです。結構な方がこ

の障害者手帳をお持ちなんだなと思ったところです。

この今、部長から答弁いただいたとおり、この「ミライロＩＤ」、この利便性がすご

く高いアプリだと思います。ただ、一方でスマートフォンを持てない障がい者の方も中

にはいらっしゃるかと思います。例えば、その障がいをお持ちの方の保護者、親御さん

だとか介助される方、その方のスマートフォンに、本人ではなくてその方のスマート

フォンに当事者の情報を登録することができるのかできないのか、もしお分かりであれ

ば、ちょっとその点伺えればと思います。

それから、アプリの登録は、本人ができれば一番いいんですけど、その介助の方だと

か、介助される方ももしかしたらこの操作が苦手な方もいらっしゃるかもしれません。

そういう時に市の担当窓口の方でサポートできる態勢、そういうのも考えておく必要が

あるのではないかなというふうに思います。要は、持ってきて、このスマートフォンに

「ミライロＩＤ」を入れたいんだけど教えていただけますかって来た時に、こうこうこ

うやりますっていうサポートする態勢というのも想定しておく必要があるんじゃないか

なというふうに思います。ちょっとその辺についても、もしご答弁いただけるんであれ

ばお願いしたいと思います。

それから、さっきご答弁で、市の施設以外にも、民間の事業者の方にも周知というご

答弁いただいて、非常に良かったなというふうに思います。なので、その周知について

も市の広報ですとか、それから今、公式のＬＩＮＥも運用していますので、そういう媒
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体使って、ぜひこの「ミライロＩＤ」を導入してくださいっていう、この周知というか

プッシュしていただければと思います。その辺についてもちょっとお考え、お聞きした

いと思います。よろしくお願いします。

○議長（後藤 健） 再質問に対する答弁を求めます。佐々木健康福祉部長。

○健康福祉部長（佐々木隆幸） 秩父博樹議員の再質問にお答え申し上げます。

はじめに、本人でなくて家族の方がスマートフォンに障がいの情報といったものを見

せると割引できるかということですけども、現在も本人が持っている手帳を家族の方が

代理で提示するとオッケーということになっておりますけども、確認しましたら、ス

マートフォンにおける今、サポートする方が情報を得て、それを障がい者の代わりに施

設の方に出すことも可能であるということになっているそうですので、この件について

は、まずできますというご答弁になります。

それから、サポートする方のスマートフォンにアプリケーションを登録するとか、そ

ういう方法の支援ということでありますけども、そちらの方も施設の管理人等も含めま

して、市の方でも障がい担当の方を含めまして、そういうところのサポートは今後もし

導入するとなれば進めていきたいというふうに思っております。

それから、事業所、民間の事業所に対します周知でありますけども、これも議員ご提

案のとおり、今、ホームページ、広報、それからＬＩＮＥとかですね。デジタル媒体も

使いまして、広く周知していきたいというふうに考えております。よろしくお願いしま

す。

○議長（後藤 健） 再々質問はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、秩父議員。

○６番（秩父博樹） ありがとうございます。よろしくお願いします。

この「ミライロＩＤ」のクチコミ、ネットの方で確認してみますと、要はこの手帳と

同じような感覚で見せたら、先方がやっぱり手帳と同じっていう感覚がなくて、それ手

帳ですかって言われたとか、そういうことも書かれていました。なので、この存在自体

がまだまだ浸透していないのかなというふうに受け取ったところです。なので、ただ、

これ多くの人がこれから利用して、利用者が増えていくと、この周知も拡大していくと

思いますので、その辺も周知拡大、利用拡大お願いしたいと思います。

実際、この利用された方からは、多くのいろんなこのサービスがあって非常に嬉しい
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という声も非常に多くありまして、先ほど部長、冒頭おっしゃられたように、プライバ

シーの配慮というんですか、この手帳を見せるんじゃなくてスマートフォンを見せると

いうことで、周りからの目を気にしなくていい、そういう利点もやっぱりあるというこ

とでしたので、ぜひ適用拡大に向けて進めていただければと思いますので、よろしくお

願いしまして質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（後藤 健） これにて６番秩父博樹議員の質問を終わります。

【６番 秩父博樹議員 降壇】

○議長（後藤 健） 次に、８番安達成年議員。

（「はい、議長。」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、安達議員。

【８番 安達成年議員 登壇】

○議長（後藤 健） はじめに、１番の項目について質問を許します。

○８番（安達成年） おはようございます。大地の会の安達成年です。

それでは通告により質問させていただきます。本日は、３項目ほど質問させていただ

きます。

その前に、７月の集中豪雨によりまして被災された方々の皆様には、本当に心よりお

見舞いを申し上げますとともに、生活関連でお困りの方々には、一日でも早い復旧を望

むところでございます。市の方でもよろしくお願いします。

さて、私共集落では、災害とはいきませんけれども、実は６月の後半あたりから共同

の水源が壊れてしまったといいますか、水源が駄目になってしまって、新しくボーリン

グをしなければいけないという事態が発生しました。その際に、上下水道課の職員の皆

さん、それから建設部の中仙・太田建設水道事務所の職員の皆さんには、給水車の手配、

それから給水タンクの手配、それから、ほとんど丸々２週間ほどですけれども、毎日の

ように給水車で給水していただき、本当に助かりました。誠にありがとうございます。

この場をお借りしましてお礼と、それから生活用水の大切さ、それから、きれいな飲用

水の有り難さをまじまじと感じた次第でございます。

特に、その際に工事に関わる補助金があったことに関しましては、本当に感謝申し上

げたいと思います。

そこで、それに関連した質問をさせていただきますけれども、はじめに、私の質問内

容の変更はございませんけれども、ちょっと勝手ながら順番をちょっとだけ変えさせて
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いただきたいと思いますので、何とかご了承願います。

基本的に私は、市民の生活基盤の、特に水に関してですけども、インフラ整備は、市

の予算で行うのが原則と捉えるのですけれども、特にまず水、下水などの公衆衛生上、

市民にとっては必ず必要なものであります。ようやくコロナも過ぎつつあるなと思って

おりましたけれども、県内第９波ということで心配はしておりますけれども、ただ、い

まだにその建設工事に関しましては、資材の高騰や資材不足が今も続いております。

そうした中で、例えば市民が要望すればといいますか、希望すれば、全ての地域に、

この上水道の整備をしていただけるのかということですけれども、当然ながら公営の上

水道の給水区域外に新規に整備することは現実味がなく、膨大な予算と維持費が必要と

なります。ですから、市民はそれぞれ自ら整備したりして維持管理に当たっている部分

もありますし、そのための水道も補助金も存在することも当然のことであります。市民

も自助、共助、公助の精神を理解しながらまちづくりに参加しているという部分もござ

います。

そこで、確認しますけれども、総合計画等には市民の生活基盤のインフラ整備、私、

今、水のことに関連して質問していますけれども、市では、ここまでは整備はすると、

それから、この部分は市民が自ら整備したり管理していっていただくというふうなこと

を、具体的には計画には示してございません。今後のこともあるので、市の基本方針を

最初にお示ししていただければ有り難いので見解をお伺いします。

次に、二つ目として、大仙市共同飲用水道施設整備費補助金に関係しまして、その補

助金には新設工事と改良工事と二つ分かれてございます。実は私ども集落では、新しく

ボーリングするに当たり、新設と勘違いしておりましたけれども、この補助金の区分け

は、あくまで新規に共同の組合を立ち上げて、全く新しく工事を始める組合が新設とい

うふうな部門で、今まであった共同の組合が行う部分については、種類がどうであれ改

良に該当するということでありました。それでも集落としては補助金は有り難い話で、

助かったことになります。

よくよく考えてみますと、市が市民の生活環境のインフラを整備することは当然のこ

とですけれども、公衆衛生上の観点からも、水道や下水道の整備に関しては当たり前の

こととなります。私ども集落の水源も４０年以上前に整備したのが壊れて、今、再整備

ということになっていますけれども、この部門に関しては一度整備すると市民は何十年

先まで、未来安心して暮らせるということにもつながります。
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そこで、市民の方々に聞かれることですが、この補助金の新設工事と改良工事に関し

まして、当然何もないところから始めるので新設に関しては上限額も高いし、改良の工

事に関してはそれよりも低いという、上限額が違うことには理解いたしますけれども、

その補助金に関しまして上限額、下限額以外に率も決まっているようです。その補助金

の率が新設が２分の１、改良が３分の１というふうな補助内容になっています。上限額

が違うので、私は単純に新設の補助上限額２００万、改良の上限額１００万のそのまま

の状態でよいのではないかなというふうに考えますけれども、市民の暮らしに直結する

補助金の運用ですので、市の見解をお伺いします。

三つ目は、同じく簡易水道等施設整備費補助金についても同じような内容ですけれど

も、これも含めて、ただ、共同飲用水とは規模も違うので、私は上限額は上げるべきで

はないかなとは思います。率に関しても同じような感じですけれども、その辺も含めて、

同様に根拠についてもお願いいたします。

以上のことについてよろしくお願いします。

○議長（後藤 健） １番の項目に対する答弁を求めます。はじめに、舛谷上下水道事業

管理者。

○上下水道事業管理者（舛谷祐幸） 安達成年議員の質問にお答え申し上げます。

質問の、共同飲用水道施設及び簡易水道等施設整備費補助金についてでありますが、

はじめに、「水道インフラ整備に関する見解」について私の方からお答え申し上げます。

本市における公営水道の整備・普及状況でありますけれども、令和４年度末時点では、

本市の人口７万５，８６７人に対しまして５万３，２４９人が公営水道を「使用してい

る」または「接続することにより使用できる」状態にありまして、普及率は７０．２

パーセントになっております。

これに対しまして、全体人口の２９．８パーセント、２万２，６１８人の皆様におか

れましては「組合が営む簡易水道」や「近隣世帯による共同飲用水道」、そして「各世

帯の自家井戸」等を活用いただいている状況にありまして、議員からのご意見にもあり

ましたとおり、自助・共助、そして公助の精神が適切に作用することによりまして市内

の飲用水が賄われているものと認識をしております。

ご質問の「水道、インフラ整備に関する見解」についてでありますけれども、公営企

業による水道事業におきましては、この「独立採算制」が重要な要素でありますので、

飲用水の供給はもとより、浄水場などの関連施設の維持や整備に至るまでの運営を、原
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資となります水道料金収入により持続可能なものとしていく必要がございます。

市民の皆様からいただく「水道の新設や延伸に関するご要望」に対しましては、様々

な角度や視点からの検討を重ねることとしており、使用者、そして事業者双方の将来性

を見通せる場合には事業化に至りますけれども、整備後の加入見通しが不透明であった

り、明らかに莫大な事業費を必要とする箇所や区域の整備については、ご期待に添えな

いケースも考えられます。

近年における事業化の事例としましては「仙北地域の仙北中央地区簡易水道の新設」

をはじめ、大曲地域の「松倉地区への神宮寺地区簡易水道の拡張」、それから「内小友

中山地区への南外地区簡易水道の拡張」などが代表的なものとして挙げられます。

水道インフラの整備につきましては、市内の住環境は全域が一様ではなく、様々な条

件や状況が異なりますので、地域のニーズに応えた最適な整備を行うためには「対象世

帯へのアンケート調査」などの有効活用によりまして、「地域の意向」や「将来の見通

し」などを適切に把握し、実情に適した「効率的な飲用水供給につながる整備」を関係

部署の連携により実施してまいりたいと考えております。

以上です。

○議長（後藤 健） 次に、老松市長。

○市長（老松博行） 補助金の制度内容に関する部分につきましては、市民部長に答弁さ

せますので、よろしくお願いいたします。

○議長（後藤 健） 伊藤市民部長。

○市民部長（伊藤 敬） 次に、「大仙市共同飲用水道施設整備費補助金」につきまして

は、平成２３年度に要望を受け、「簡易水道」及び「小規模水道」に該当しない２戸以

上で３０人未満の給水人口で構成される共同飲用水道に係る施設整備を対象に創設した

制度であります。

この制度の立案に当たっては、給水人口３０人以上で同種事業を対象としている「大

仙市簡易水道等施設整備費補助金交付要綱」が従前より施行されていたことから、当該

要綱に倣い、補助率や上限額を設けた経緯があります。さらに、補助率の決定に当たっ

ては、「大仙市補助金等の適正に関する条例」において、補助金の交付に係る基本的事

項を定めており、その補助率などの交付基準に準拠したものと認識しております。

改良工事については、「公益上必要で効果が顕著なもの」として基本的な補助率であ

る３分の１以内とし、新設工事については、新たな事業として実施するものであり、
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ポンプの整備費やボーリング、各家庭への引き込みが必要になるほか、組織としても新

たに立ち上げる必要があることなどから「公益上必要で効果が顕著なものに加え、特に

奨励的と認められる場合」として２分の１以内としております。これら補助金の性質や

交付趣旨を踏まえ、一定の負担をお願いすることとしております。

議員ご提案の補助率の廃止につきましては、市が運営する公営水道の場合においては、

水道本管から各家庭へ引き込む給水管部分について自己負担であることや、独自に井戸

で給水している家庭では全額自己負担であることなど、いずれの場合も自己負担を伴っ

て給水環境を整えていただいております。したがって、給水方法は違いますが、それぞ

れ環境が異なる家庭との平等性の観点から、現状の制度運用でお願いしたいと考えてお

ります。

また、ご指摘のとおり、水道は市民の暮らしに直結する部分でありますので、引き続

きこれまで同様の支援を継続するほか、故障時の給水活動などにもしっかり対応させて

いただきたいと考えております。

次に、「簡易水道等施設整備費補助金」の交付上限額の引き上げにつきましては、共

同飲用水道に比べポンプなどの規模が大きくなり、工事費も増えますが、受益者も多い

ことから、個人負担という観点からは公平性が保たれていると認識しておりますので、

これまで同様の上限額でご理解をお願いいたします。

以上です。

○議長（後藤 健） 再質問はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、安達議員。

○８番（安達成年） ご答弁ありがとうございます。

事業管理者からは、多分そのような内容であろうなとは思いましたけれども、やはり

その部分はですね、当然市でやる部分、市民が負担する部分、必要ですし、できれば本

当からいくと、全部に上水道が通るようなところが望ましいと思いますけれども、水源

の確保も必要ですし、特に私ども暮らしている、私が暮らしている太田では、多分おそ

らく無理だろうなというふうなことで、補助金を使わせていただいたと。今後も、何か

につきましては、いろいろと市民の方に安全なお水の提供をよろしくお願いしたいと思

います。

実はその補助金に関しまして、確かに言われるとおりであろうかとは思います。補助
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金の適正に関する部分についても、当然その率でいってるということも理解はいたしま

すけれども、なぜそうすれば２分の１、３分の１が改良と新設なのよと。最初から同じ

率ではなかったのかなと、同じ水ですので、当然率違っても同じでも上限額は違います。

最初から新設の補助上限額は２００万で、改良は、どんなに補助金もらっても１００万

までしかなりません。それをさらに２分の１、３分の１にしている部分がちょっと分か

らない部分なので、そこら辺もう一度ご答弁をお願いしたいなと思います。

今後の課題として、いろいろ事例を見ながら変更していくという部分もあろうかと思

います。実際に、決算を見てみますと、共同も簡易に関しましても、その申請件数そん

なに多いわけではなくて、補助の交付額も何千万にもなっているわけではないので、や

はりそういうふうな部分って、１回整備すると何十年ももつわけですので、たまたま何

十年に１回、壊れたとか新設するとかという部分ですので、そこら辺は一緒の率で並べ

てもいいのではないかなと思いますけれども、そこら辺ひとつ今後の検討も含めて、今

現在の考え方をお聞かせ願えればなと思います。

○議長（後藤 健） 再質問に対する答弁を求めます。伊藤部長。

○市民部長（伊藤 敬） 安達成年議員の再質問にお答え申し上げます。

補助率の違いにつきまして改めてご質問があったわけですけれども、市のその補助金

につきましては、先ほど申し上げましたとおり補助金の適正条例の下で、基本的な補助

率は３分の１になっております。２分の１は、その基本的な補助率をかさ上げしたよう

な状態でございまして、先ほど申し上げましたとおり、新たに組合として立ち上げて施

設整備するに当たりましては、それぞれの工事事業費の規模が違うという点と、それか

らやはり市としましては、大きな方の組合というか、大きな組織として施設整備すると

いう、こちらの方を奨励的に捉えている関係で、上限額だけでなくて補助率を現在違っ

た補助率で適用していると、そのような理解しております。

以上になります。

○議長（後藤 健） 再々質問はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、安達議員。

○８番（安達成年） それは分かりますといいますか、当然その補助金要綱の部分でやっ

ているかと、基本線も分かりますけれども、そうすれば壊れた時は別に重要でもないと

いうふうにも聞こえるし、同じ水ですので、その取り扱いに関しては同じ率でもいいの
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ではないかなとは思うんですよ。なぜその…何ていいますかね、補助金要綱の中には、

別に基本的に３分の１だよということはどこにも書かれていないはずだと思っています。

たまたま運用で２分の１、３分の１あって、必ず３分の１だよなんていう項目にはなっ

てないと思うので、当てはめ方でしょうけれども、そこら辺は今後の課題、今、結論を

出せとは言ってないので、今後の課題だろうなと、もうちょっと研究していただければ

なと思いますので、そこら辺は研究、検討するがしねがはちょっとあれですけども、そ

こら辺ご答弁願えればなと思いますけど。どこまでも変えねって言われればそれまでで

すけれども、以上です。

○議長（後藤 健） 再々質問に対する答弁を求めます。伊藤部長。

○市民部長（伊藤 敬） 安達成年議員の再々質問にお答え申し上げます。

今その同じ改良というか修繕する場合について、水の重要性から補助率については、

あえて変える必要ないんじゃないかと、基本の補助率というのがどこにも書いていな

いんじゃないかという、そういうようなご意見だったかと思うんですけれども、理解と

しましては、大仙市の補助金の適正に関する条例の中では、最初に出てきておるのが３

分の１の補助率でして、それに加えて奨励的というようなことで、さらに加えて規定し

ておりますので、やはりあくまでも３分の１が基本になるものと考えております。

以上です。

○議長（後藤 健） 老松市長。

○市長（老松博行） 私からも補足をさせていただきたいと思います。再々質問にお答え

申し上げます。

先ほど市民部長が申し上げましたように、市の補助金に関する適正に関する条例で３

分の１、あえていうと公益上必要で効果が顕著なものについては３分の１、それから、

公益上必要で効果が顕著なものに加え特に奨励的と認める場合は２分の１と、こういう

条例がありますので、それをベースにしていろいろな補助要綱が作られているというふ

うに思っておりますが、ただ、そうすれば全ての補助要綱が２分の１、３分の１になっ

ているかというと、一部ね、そうでない特別な事情を勘案してなっているものだと思い

ますけれども、今回ご指摘ありましたので、２分の１、３分の１が今いろいろ工事費の

関係もですね、確認させていただきながら、再度点検させていただきたいというふうに

思います。

○議長（後藤 健） 次に、２番の項目について質問を許します。
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○８番（安達成年） 続きまして、２点目ですけれども、地域コミュニティの基盤を支え

る公民館等の役割についてお伺いいたします。

私たちの市も含め日本全国には、暮らしに関して様々な課題が山積しております。特

に地域コミュニティの変質と言いますか、これまでは地域の自治会や町内会、婦人会、

青年団などの地縁組織が住民と行政をつなぐ中間的な組織団体として、様々な地域課題

の解決などに力を注いできたと思ってございます。

しかしながら、近年は、少子高齢化や空き家の問題、さらには同じ集落にいながら町

内会の会員にならないなど、地域コミュニティの希薄化が顕著になってきております。

そうした中において、これまで以上に様々な課題に対して、生涯学習とか社会教育が

地域の現状・課題等に対して、その役割が重要であると文科省の中央教育審議会生涯学

習分科会では提唱しております。そのことについて少し教育委員会の見解をお伺いしま

す。

実は、ある生涯学習団体が、ある公民館に私のお手伝いをお願いしたいと。私どもの

活動を広げたいので、チラシの作成のアイデアや、その周知の仕方などを相談したそう

です。それへの回答が、公民館では、今の行政はそういうことはしないと。自分たちの

ことは自分たちですること。自分たちが自立してするように言われたとのことです。大

雑把に言えば、そのようなニュアンスとお聞きしました。私思うには、ちょっと違うの

ではないかなというふうに感じます。

なぜ中央審議会で議論されているのかいうと、本来、社会教育は、地域コミュニティ

の構成員である住民が、共に学び、地域づくりという性格を持っています。住民自身が

主体的に学ぶ意思を持ち、教え、お互い学び合う、その成果が地域における活動に還元

されるような循環型が社会教育の基本であると私は思ってございます。

近年、防災、福祉、産業振興、まちづくりに関する多様な分野において、地域コミュ

ニティに着目した施策が展開されております。住民の活動拠点としての社会教育や社会

教育施設であるというふうに捉えられているのが現状です。

先ほどの市民の相談は、別に全て公民館でしてほしいと言っているわけではなくて、

生涯学習のコーディネーターとしての能力が試されている事例と思っています。なぜ、

待ってましたとか、よぐ来てけだというふうに思わなかったのかなというふうに、

ちょっと残念に思いますけども、そのために市では社会教育主事とか公民館主事といっ

た方々が配属されているわけであると思っています。地域の課題解決に向けた専門的な
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助言や自主的な活動ができるためには、どのような形でその方々が企画運営できるかを

導いてあげるなど、学びのプロとしての役割であります。

そこで、学びを通じた人づくりや地域づくりに関して、今の公民館等の果たす役割を

どう捉えているのか、地域コミュニティの基盤を支える重要な拠点としてどうなのか、

大仙市教育委員会の見解をお伺いします。

次に、現在、大仙市教育委員会では、公民館、それから社会教育施設に、社会教育主

事や学芸員、図書館司書などをどれくらい配置しているのかも含めてお聞きします。

実は、令和２年度から社会主事講習、または社会教育主事養成課程の修了者について、

社会の多様な分野における学習活動でも広く活用されるようにというふうなことで、従

来の「社会教育主事」から「社会教育士」と称することができる制度改正がなされまし

た。

これまでは、都道府県や市町村教育委員会から発令されて、初めて「社会教育主事」

の職務に就いていましたけれども、今は、講習課程の内容が変わりまして、これまで以

上に人づくりや地域づくりの中核的役割を担うことができる「社会教育士」と称する制

度が出来上がっております。特徴としては、教育委員会にとどまらないことです。行政

のどの場所でも、民間でも、社会教育士を名乗って活躍できるというふうに解釈してご

ざいます。これらの状況も踏まえ、教育委員会では、地域の教育力向上による地域コ

ミュニティ構築に資する取り組みを推進するための社会教育人材の確保と質的向上を進

める社会教育主事から社会教育士への流れをどのように捉えて、今後どうしようとして

いるのか、そこら辺の所見もお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（後藤 健） ２番の項目に対する答弁を求めます。伊藤教育長。

【伊藤教育長 登壇】

○教育長（伊藤雅己） 質問の、地域コミュニティの基盤を支える公民館の役割について、

お答え申し上げます。

はじめに、学びを通じた人づくりや地域づくりに関する公民館の役割につきましては、

昨今、地域課題が複雑化・多様化する中で、市民にとって一番身近にある公民館が重要

な役割を担っているものと捉えております。公民館が、学びの視点から市民が地域活動

に参画する機会を提供し、活動を支援することが、地域コミュニティの活性化につなが

るものと認識しております。

市では、令和４年３月に「第４次生涯学習推進計画」を策定しております。この計画
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は、令和４年度から令和８年度までの５年間における生涯学習事業のいわば羅針盤とな

るものであります。この計画でも「学習成果を生かした地域貢献」を重点項目としてお

り、公民館を核とした「学びと活動の循環の支援」を重要な施策として位置付けている

ところであります。

現在、教育委員会では「地域とともにある学校づくり」を目指した取り組みとなるコ

ミュニティ・スクールと、「学校を核とした地域づくり」を目指す地域学校協働活動の

一体的な取り組みを推進しております。その中で公民館が地域と学校を結ぶ拠点として

のコーディネート機能を担っており、本市として特色ある組織体制を確立しております。

こうした体制の構築により「学び」を通じた人と人とのつながり・絆の深まりが生ま

れ、地域コミュニティの基盤安定にも寄与するものと期待しております。

教育委員会といたしましては、今後も公民館を含めた関係各課職員が同じビジョンを

共有し、多様な市民ニーズに対応可能な「つどう・まなぶ・つなぐ」というネットワー

ク拠点としての公民館の運営・整備に努めてまいります。

次に、社会教育主事から社会教育士への流れをどう捉えているかにつきましては、社

会教育施設にとどまらず、地域課題の解決に向けて地域の人たちがともに学ぶ機会をつ

くり、豊かな地域づくりを創出する専門的な人材の育成が求められていると捉えており

ます。

教育委員会では、こうした流れを受け、現在、社会教育士２名を公民館等に配置して

おります。この２名を含めて、社会教育主事は９名、学芸員は１名、図書館司書を１０

名配置し、各分野における各種事業の企画運営など中心的な役割を担わせております。

今後も機会を捉えて、研修に職員を派遣するなどして職員の資質能力の向上を図ると

ともに、社会教育士等の資格所有者の増加に努めてまいります。

【伊藤教育長 降壇】

○議長（後藤 健） 再質問はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、安達議員。

○８番（安達成年） ご答弁ありがとうございました。頼もしいお言葉をお聞きして、な

るほど、それぐらいいればかなりの活性化の活動ができるのかなとは思いますけれども、

お願いですけれども、ただ配置しただけで終わるんじゃなくて、実際の行動に移してい

ただければなと思いますので、そこら辺はよろしくお願いしたいと思いますし、ちなみ
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にあれですか、今年の主事、社会教育士講習といいますか、北東北で毎年回り当番で

やっていますけれども、今年秋田県というふうにお聞きしましたけれども、今年は何人

ほど受講するのかをちょっと教えていただければなと思います。

○議長（後藤 健） 再質問に対する答弁を求めます。伊藤教育長。

○教育長（伊藤雅己） 安達成年議員の再質問にお答え申し上げます。

令和５年度につきましてですが、各公民館など教育委員会内で講習期間内に受講する

ことができる職員について何度も調整いたしましたけれども、なかなか日程的に調整が

つかず、今年度については受検することができませんでした。

以上であります。

○議長（後藤 健） 再々質問はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、安達議員。

○８番（安達成年） ありがとうございます。ちょっと残念ですけれども。

ただ、先ほど申したとおり、この講習は地域の人づくりや地域の要としていろいろな

部分で活躍できるという部分ですので、別に教育委員会に限定する必要はないのかなと

は思います。個人的には。職員の質を高めるという意味でも、全職員を対象としても、

受検資格は若干あろうかと思いますけれども、今後は職員研修の意味も含めて、全市態

勢で臨んでいただければ、これは私の希望ですので答えはいりません。よろしくお願い

します。

○議長（後藤 健） 次に、３番の項目について質問を許します。

○８番（安達成年） 最後の質問です。公用バスの運行等の方針についてお伺いします。

今年度、老人クラブの問い合わせに、市から今年度から公用バスの運行を縮小をする

ので、なるべく民間バスの借り上げや乗り合いでの移動をお願いする旨の連絡をいただ

きました。なるべくとのことですので、空いている場合は利用してもよいというふうに

解釈しておりましたけれども、実は議会の市政懇談会のある会場で、生涯学習団体の方

からの問い合わせで、昨年度は研修等への移動で公用バスが利用できましたけれども、

今年度からは縮小するので使えないというふうなニュアンスで言われたというふうなこ

とで、どうにかならないかというふうな要望がございました。

そこで、質問いたします。どちらの団体も、福祉活動団体、社会教育活動団体なので、

私は可能であると思われますが、市の統一した見解をお伺いします。
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老人クラブがいただいた回答の中には、乗り合いでの移動をとありましたけれども、

大変申し訳ないんですけれども、高齢者、事故のリスクが高くなるので、高齢者に対し

ては乗り合いの移動は、できるだけ促すのをやめていただきたいなと思います。ですの

で、できれば移動手段としての利用を引き続きお願いしたいというふうなことと、それ

から、事前予約を受け付けていると思いますので、どうしても空いていない場合は、別

の空いている日にちに移動してもらうなどの柔軟な対応で運行を検討していただけない

かなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

でも、どうしても空いてないという時には、今後の課題ですけれども、民間バスを借

り上げた時に、いくらかでも補助を検討していただけないかなということも含めてお伺

いしますので、よろしくお願いします。

○議長（後藤 健） ３番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行） 安達成年議員の三つ目の発言通告であります「公用バスの運行等の

方針」に関する質問につきましては、総務部長に答弁させますので、よろしくお願いい

たします。

○議長（後藤健） 福原総務部長。

○総務部長（福原勝人） 質問の、公用バスの運行等の方針についてお答え申し上げます。

市では、今後のバス運転手不足への対応、並びに交通事故発生リスクの軽減を目的に、

令和５年度からバス運行の縮小を試行的に行っているところでございます。縮小の内容

につきましては、１０台ある公用バスの１日の運行台数を６台程度に制限し、事前利用

予約の受け付けを行っております。なお、今年度４月から、予定していた運転手の確保

ができなかった太田支所の公用バス１台については、他地域のバスに振り替えることで

事前予約分の運行を確保しております。

このようなことから、昨年度と比べ予約が取りにくい状況ではありますが、利用団体

につきましては、使用規程に基づき「市の事業の場合並びに市が主催する社会教育活動

及び福祉活動の場合」に限り、生涯学習団体、福祉団体のバス利用をこれまでどおり認

めているものであります。

今後は、縮小運行について、利用団体に対して、さらに周知を図るとともに、利用内

容等の相談を受けながら、事前予約段階での日程調整などについても柔軟な対応を心が

けてまいりたいと存じます。

利用団体の皆様には、ご不便をおかけすることとなりますが、日程の変更や民間バス
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の借り上げの検討などについて、ご協力をいただきながら、今後の安全で効率的な公用

バスの在り方について検証してまいります。

なお、議員ご指摘の民間バスの借り上げ補助につきましては、縮小運行の影響への対

応策の一つとして、その要否も含めまして今後検討してまいりたいと存じます。よろし

くお願いいたします。

○議長（後藤 健） 再質問はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、安達議員。

○８番（安達成年） ありがとうございます。柔軟な対応をしていただけるというふうに

解釈いたしました。

先ほどの生涯学習団体の利用要望に関しましても、ただのそこら辺さ行く旅行みでん

たやつで使うなどといった考え方では、それは当然駄目だと思います、私も。当然、先

ほど教育委員会の方に社会教育士のお話もしましたけれども、やっぱりそういう相談を

された時には、それぞれのスキルを持った職員が、そういう団体さ対してどういう研修

するのか、どういう内容でやるのかということも適格にアドバイスしながら、相談しな

がら、一緒にそのバスの予約に関してもやっていただければ、多分今のような、もしか

へば誤解を受けて単純に駄目だというふうに誤解したのかもしれないし、もしもその研

修の内容によっては当然公民館の職員も市の職員も一緒になって行って研修すればいい

わけでありまして、そういった部分も含めて今後いろいろと検討していかなければいけ

ない部分があるのかなと思うし、それから、特に市民から相談、これバスに関してでは

ないんですけれども、市民から相談された時に市民さ対してどう伝えるかによって誤解

を生む場合も多々ありますし、駄目であってもその話し方一つで、市民はもしかせば満

足して帰るという場合もあるので、ひとつそこら辺も含めてよろしくお願いしたいなと

思います。

最後ですけれども、実は私、市の職員の皆さんにひとつお伺いしたいことがございま

して、別に答えはいりませんけれども、市の職員の皆さんは自分を行政の職員と思って

いるのか、それとも自治体の職員と思っているのか、ちょっと自分に問いかけていただ

きたいなと思います。私は市の職員は、政を行う、特に行政業務を行う仕事よりも、市

民の事務局としての役割・業務が多いというふうに思っています。当然事務局の第一の

役割は、市民の思いを受け止め、調整し、市民活動を支え、一人一人が幸せに暮らせる
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まちを創ると、これが本来の役割だと思っています。当然、市民側も税と引き換えに

サービスを、何でもかんでも市に要求するというふうなことでは問題は解決しないと思

いますし、そういうことも理解しなければならないと思っています。だからこそ、私、

ずっと流れで質問しましたけれども、学びを通した成果が循環する社会教育が非常に大

切だと思っていますので、そういうふうな部分も含めて今後、そういうことを解決でき

るような質を上げることも必要なのかなと思ってますので、いろいろ私の思いを伝えな

がら、あと質問は終わりますので、本日はいろいろな答弁ありがとうございました。

以上です。

○議長（後藤 健） これにて８番安達成年議員の質問を終わります。

【８番 安達成年議員 降壇】

○議長（後藤 健） 一般質問の途中でありますが、この際、暫時休憩いたします。午前

１１時１０分再開でお願いいたします。

午前１１時００分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午前１１時０９分 再 開

○議長（後藤 健） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問を続けます。次に、２番戸嶋貴美子議員。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、戸嶋議員。

【２番 戸嶋貴美子議員 登壇】

○議長（後藤 健） １番の項目について質問を許します。

○２番（戸嶋貴美子） だいせんの会の戸嶋貴美子です。

それでは、大仙市、そして教育委員会に質問をさせていただきます。

私には忘れられない４人の方との出会いがあります。はじめに、大仙市出身の元男性

で、現在は女性として生きる４０代半ばの方、そしてもう一人は、体は男性であっても

心は女子の高校生との出会いです。

１人目の方は、私と同じ年か、それより少し年上に見えました。大曲中学校出身で、

過去を懐かしむように「私ね、中学校時代、スカートが履きたかったの。その思いが強

烈で、強すぎて、女性でいることにとてもこだわって性転換したの。大仙は小さいまち

でしょう。知り合いも親戚も近しくて、疲れちゃった。生きにくくて、限界で、自分を
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失いそうで、死にたいとも思ったけれども、東京で生きていくことに決めたの。」この

たび大仙市に２０年以上ぶりに里帰りをして帰ってきたと言います。東京で暮らし、里

帰りするまで約２０年間、思いとどまり、地元には帰って来れなかったと話されました。

２人目は現役高校生。男性として生まれ、同じように女性になりたく、性転換をする

かどうかで悩んでいました。中学校時代、スカートが履きたかったし、髪を伸ばした

かったと涙を浮かべていました。学校の先生には話せなかったし、話せる状況ではな

かったとのことです。

また、「あのね、詳しくは言えないけれどもね、私、少数派なの。」という現役中学

生。そのほかに「私の娘がね、男の子だったの。」という親御さん。薄々気づいていた

ので、告白された時は、やっぱりそうよねと思ったそうです。親子で性のことを一緒に

悩みながら生活をしており、息子さん、今は高校生とのことです。

では、大仙市には性のギャップの悩みを抱えている人たちは、どれくらいいるので

しょうか。

ここに全国に真正面から取り上げられた調査の報告がございます。それは、博報堂Ｄ

ＹホールディングスＬＧＢＴ総合研究所で行ったＬＧＢＴに関する意識調査です。全国

の２０歳から５９歳の１０万人を対象に、有効回答者数８万９，３６６人に実施したス

クリーニング調査です。自分がＬＧＢＴと認めている人たち５．８５パーセントがい

らっしゃる調査結果となりました。

ＬＧＢＴＱの内訳は、「Ｌ」レズビアン（女性を好きな女性）１．７パーセント、

「Ｇ」ゲイ（男性を好きな男性）１．９４パーセント、「Ｂ」バイセクシュアル（男女

両方が恋愛対象になる人）１．７４パーセント、「Ｔ」トランスジェンダー（出生時と

異なる性別で生きる人）０．４７パーセント、「Ｑ」クエスチョニング（性自認、性的

指向がはっきりしない揺れ動いている、決まっていない人）を指します。

大仙市の人口は令和５年７月末、７万５，６７３人です。単純に平均値である

５．８５パーセントを当てはめると、大仙市にはＬＧＢＴＱの方が４，４２６人いらっ

しゃる計算になります。これは平均値を当てはめた場合ですが、大仙市でも決して少数

の人間の問題ではないようです。

また、同性愛者、両性愛者の人口比率はどうでしょうか。２００９年２月に厚生労働

省エイズ対策研究事業で研究者代表イチカワセイイチさんが実施。有効回答者数

１，６５９人、有効回収率４４．８パーセント。２０歳から６０歳未満の男性が対象と
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しております。これまでに性的な魅力を感じる対象に「同性のみ」あるいは「同性と異

性（女性）の両方」と回答した割合が３．７パーセント。これまでの性経験の相手が

「同性のみ」あるいは「同性と異性（女性）の両方」と回答した割合が２パーセント。

「性的な魅力を感じる同性との性経験のいずれか両方」を回答した割合が４．３パー

セント。

２０１６年、２０１９年のＬＧＢＴのいじめ問題と職場環境等の課題という１万５千

人規模の意識調査では、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアルの方々のいじめ被害、不

登校、自傷行為、自殺念慮、自殺未遂が生涯で、一生でどれだけ経験されているかの調

査が行われております。

結果の一端を申し述べますと、いじめ被害は、レズビアンの方々で４７パーセントの

方がいじめに遭っていると回答しております。不登校は、レズビアンで２３．４パー

セント、ゲイで１９．６パーセント、バイセクシュアルで１７．１パーセントの方が経

験しております。自傷行為は、レズビアンで２３．１パーセント、ゲイで８．６パー

セント、バイセクシュアルで８．１パーセントの方が経験しております。自殺念慮は、

ゲイで６５．９パーセント、自殺未遂は、ゲイで１４パーセントとなっております。

この中で自殺念慮と自殺未遂は、１０代は自殺念慮が６４．７パーセント、自殺未遂

は１６．２パーセントとなっており、１０代の方々の経験率が高く、深いダメージを受

けていることが伺えます。

地域社会が放置していると思われても仕方がない数字ではないでしょうか。

それでは、国はそれを黙って見ていたのでしょうか。国の性的指向と性自認に関連す

る国の主な動きの代表例を挙げてみます。

２００３年、法務省性同一性障害者の特別の取り扱いの特例に関する法律の施行をさ

れております。２０１３年、文科省で学校における性同一性障害に係る対応に関する状

況調査を実施されております。２０１７年、文科省で、いじめ防止対策推進法を改正さ

れ、いじめの防止等のための基本的な方針を策定されております。同じく２０１７年、

厚労省児童養護施設等における、いわゆる性的マイノリティの子どもに対するきめ細や

かな対応の実施等について、全国に指導されております。２０２３年６月１３日に国会

では、議員立法でＬＧＢＴ法案を賛成多数で成立させております。

文部科学省では、２０１５年４月「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細やか

な対応の実施について」を出し、性同一性障害のある生徒の相談を徹底するとともに、
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具体的な支援の事例を掲示も行ったことは大きなニュースとなりました。学校はジェン

ダーの再生産の場であるとされています。具体的には、子どもの発達段階に応じて「あ

なたは男ですよ」「あなたは女ですよ」の刷り込みから始まり、徐々に二つの性別と分

け、さらに性別分業をしていくという過程を学校は担います。そして、トランスジェン

ダーの生徒は、このような性分化と自分のありたい生徒の間で葛藤（ジェンダー葛藤）

を起こしています。したがって、トランスジェンダー生徒への具体的支援として、この

ジェンダー葛藤を軽減することになります。そして大切なことは、それを実現するため

には、具体的に何をしなくてはならないのかを生徒と一緒に考えることだと指摘されて

おります。

トランス男性の若者は、学生時代の対応で一番よかったことを「さん・君で呼んだら

いい？はっきり私に、僕に聞きに来てくれたこと。」と語っています。このような取り

組みの一つ一つが、トランスジェンダー生徒のジェンダー葛藤を軽減することにつな

がっていくと思います。

秋田県庁では、多様性に満ちた社会づくり基本条例が令和４年４月１日に施行されま

した。差別を解消し、県民が安心して暮らすことができ、かつ、持続的に発展すること

ができる社会を目指した基本条例が施行されました。

大仙市はどうでしょうか。大仙市では、男女共同参画推進条例が平成２０年９月２４

日に交付され、平成２０年１０月１日、第２次大仙市男女共同参画プランという計画名

で平成２７年度から平成３１年度計画期間とされました。平成１９年度１１月１７

日、大仙市男女共同参画都市宣言をしました。また、第３次男女共同参画プランが

２０２１年３月に公開になりました。大仙市では、「誰もがいきいきとともに輝く男女

共同参画のまち」と目指し、令和２年から令和６年度までの５年間を計画期間とする

「第３次大仙市男女共同参画プラン」を策定しております。しかし、どれだけの市民の

方々が性的マイノリティについて市が取り組んでいるかと感じているのではないでしょ

うか。

大仙市の教育委員会では、どういった対処でしょうか。令和４年・５年度に女子生徒

のスラックスを自由に選べるようになったことを嬉しく思っているのも束の間、女性の

スラックスは認められたけれども、少数派で履きにくく、学年で限られた人しか履いて

いないため、やはりこの生徒のことは話題になってしまっているのが現状との声もいた

だいております。
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制服の問題といたしまして、令和３年第２回定例議会におきまして、公明党の挽野利

恵議員が性的マイノリティをテーマに、生徒の制服の問題について質問をされておりま

す。挽野議員と同じような質問内容となりますが、制服の問題は、女子生徒のスラック

スの解禁ほか前進したのでしょうか。私に悩みを打ち明けてくれた生徒さんは、制服の

ことで苦しんでいます。

また、制服を着用したくないため、登校拒否をしている生徒さんも見受けられます。

親御さんからも相談を寄せられています。

本市において制服の自由化は可能なのでしょうか。学校の校則等も男女差があるよう

に見受けられます。これからさらに柔軟な対応が求められます。生徒の意思を尊重する

ことは可能なのでしょうか。お尋ねいたします。

性同一性障がいが問題にされ始めた頃、その原因が科学的に証明されていないために、

興味本位に、あるいは本人の指向が原因だと誤った捉え方をされることが多くありまし

た。妊娠して子どもが体内で細胞が分化していく際に、何らかの障がいが原因ではない

かという医学的知見が現在は有力な科学的見解となっています。レズビアン、ゲイ、バ

イセクシュアルなどの言葉は、社会一般で話しづらい言葉です。でも、こうした性的マ

イノリティの方々の言葉が一般的に話されるような社会が望ましいのではないでしょう

か。本市でもレズビアン、ゲイ、バイセクシュアルという言葉が普段の言葉になること

を願っています。

そこで質問です。１、大仙市並びに大仙市教育委員会の性同一性障がいや性的指向、

性自認に係る児童・生徒等に対するきめ細やかな対応等の実施について。

２、学校にどの程度の相談件数があったものか。

３、生徒の男女別制服等についてを質問させていただきます。よろしくご答弁お願い

いたします。

○議長（後藤 健） １番の項目に対する答弁を求めます。伊藤教育長。

○教育長（伊藤雅己） 戸嶋貴美子議員の一つ目の発言通告であります「子どもたちの住

みよいまちづくり」に関する質問につきましては、教育委員会事務局長に答弁させます

ので、よろしくお願いいたします。

○議長（後藤 健） 山信田教育委員会事務局長。

○教育委員会事務局長（山信田浩） 戸嶋貴美子議員の質問にお答え申し上げます。

質問の、子どもたちの住みよいまちづくりについてでありますが、はじめに、性同一
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性障がいや性的指向・性自認に係る児童・生徒等に対するきめ細かな対応等の実施につ

きましては、学習指導要領において、育成すべき資質・能力の一つである「学びに向か

う力・人間性等」の重要な要素として、多様性を尊重する態度と互いのよさを生かして

協働する力が示されております。秋田県では、子ども一人一人に目が行き届く、きめ細

やかな特色ある教育の推進を施策の柱に掲げており、本市においても、思いやりの心や

奉仕の心など、他者と共に生きる豊かな心や態度の育成に努めているところでございま

す。

教育委員会といたしましては、性の多様性のみならず、障がい者や病気をお持ちの方、

外国人等も含めた多様性を理解する教育活動により、児童・生徒の人権意識が高まり、

正しい知識を持つことによって差別や偏見をなくす効果が期待できると考えております。

各小・中学校においては、児童・生徒の発達段階を踏まえ、性の多様性に配慮した取

り組みや環境づくりがなされており、例えば男女混合名簿の使用や色による固定観念に

とらわれない配慮などが行われております。

学習においても、男女混合のグループ活動が一般的であり、中学校の保健体育や道徳

の時間、社会科等の授業の中で、性の多様性についても学ぶ機会が設けられております。

次に、相談件数につきましては、現在までのところ、教育委員会として把握している

相談はございません。

次に、生徒の男女別制服等につきましては、市内の中学校１０校中９校で女子生徒が

スラックスを選べるようになっており、今年度は５校においてスラックスを着用してい

る女子生徒がおります。残りの１校につきましてもスラックスが選べるように準備を進

めているところでございます。

なお、男子生徒がスカートの着用を希望した場合につきましては、生徒本人や保護者

の心情等を踏まえ、安心した学校生活が送れるように配慮してまいります。

教育委員会といたしましては、引き続き学校と連携しながら、相談しやすい体制の整

備や共感的な人間関係の育成など、全ての子どもたちが充実した生活を送ることができ

るような学校づくりに努めてまいります。

以上でございます。

○議長（後藤 健） 再質問はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、戸嶋議員。
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○２番（戸嶋貴美子） 私は６年間の間に４件のＬＧＢＴＱで悩んだ、悩んでいる方と出

会ってきました。学校にＬＧＢＴＱの悩みを抱える生徒さん、御家族さんから相談が０

件だったことに不思議さを感じます。なぜ相談が寄せられなかったのでしょうか。大仙

市の子どもたちは、むしろ閉鎖されているのではないかと考えてしまいます。

制服等の服装に関しまして、いろいろこれからご検討されてくださるということであ

りましたけれども、大手企業のタニタさんでは、社服がありまして、社員から「男性だ

けどスカートが履きたい」「女性だけどズボンが履きたい」との声が上がったそうです。

社長は「自由に着ていいよ。」と言ったそうです。社員みんなが手をたたいて喜んだと

のことです。

しかし、本市では、本人や御家族からカミングアウトすることを望んでいるように聞

こえます。その対応に、私は非常に憤りを感じ、疑問を感じます。タニタの会社のよう

に、自由にしてもいいよと言えないものでしょうか。生徒から相談がなければ対応でき

ない、対応しないのは、なぜでしょうか。答弁をお願いいたします。

○議長（後藤 健） 再質問に対する答弁を求めます。山信田教育委員会事務局長。

○教育委員会事務局長（山信田浩） 戸嶋貴美子議員の再質問にお答え申し上げます。

性同一性障がいに係る児童・生徒、またはその保護者の中には、性自認等について他

の児童・生徒だけでなく教職員に対しても隠しておきたいと考える場合があるのではな

いかというふうに考えます。また、自らその性同一性障がい等を明らかにする心の準備

等が整っていない児童・生徒に対して一般的な調査や確認が行われると、当該児童・生

徒は自分の尊厳が侵害されている印象を持つ恐れもあります。

このようなことを踏まえて、教育上の配慮の観点から、申し出がない状況で具体的な

調査等を行うということは、非常に危険なことではないかというふうに考えております。

そのようなことも学校においては、やはり教職員が正しい知識を持ち、多様性も含めて、

子どもたち、児童・生徒が相談しやすい、そういった環境を整えていくということが望

ましいのではないかと考えております。

以上でございます。

○議長（後藤 健） 再々質問はありませんか。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、戸嶋議員。

○２番（戸嶋貴美子） ご答弁ありがとうございました。
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制服等について、最終的には各校の判断となると伺いました。全国で広がりを見せて

いる制服の在り方検討委員会を、大仙市の各学校に設置は可能かお尋ねいたします。

また、少し過剰ではないかと思われる校則もあるようです。柔軟な校則の対応もご検

討いただくことは可能か、お尋ねいたします。

また、ＬＧＢＴＱの言葉が、ごく普通に会話できる地域社会にするために、普段から

取り組みがあってもよいのではないかと思っております。市役所や公共施設にも啓発の

ポスター、チラシを見たことがありません。当局並びに教育委員会の啓発活動に対する

お考えも再度お聞かせ願います。

○議長（後藤 健） 再々質問に対する答弁を求めます。山信田教育委員会事務局長。

○教育委員会事務局長（山信田浩） 戸嶋貴美子議員の再々質問にお答え申し上げます。

はじめに、制服の自由化についてでありますけれども、制服について様々な考えがあ

ることは承知しております。制服による一体感の醸成や制服への憧れ、また、各家庭の

経済等の格差等への配慮といった側面がある一方で、窮屈さを感じる、もう少し自由に

ならないか、自分らしさを発揮したいといった考えがあることは、そのとおりではない

かと考えております。

制服の自由化については、なかなか事例がなく、大きな動きになっているとは捉えて

おりません。この後、やはり長い時間をかけて協議する必要があると考えております。

基本的には、本人の思いを踏まえつつ、周囲の理解も必要であり、思いに寄り添った丁

寧な対応が重要であると考えます。

一方で、校則についてご質問がございましたけれども、制服に関わってお答え申し上

げますと、例えば今現在ものすごく猛暑で暑いわけですが、そういった場合、各校では

制服を着ない体育着による登校等も認めて対応しているという現状もございます。また、

今、各中学校では、校則については生徒手帳等は持っていないというのが現状でありま

して、生活ノートについていたり、もしくは入学時の説明会の資料に載っているという

ような状況であります。そういった中でも、やはりそういった制服の機能性、また、多

様性に配慮した表記等も見られるようになってきております。そういった子どもたちの

一人一人の思いに寄り添った対応を、この後も進めていく必要があるのではないかと考

えております。

最後に、啓発活動につきましてですけれども、学校においては学級会活動等をはじめ

として、やはり少数派に対する配慮といったことも学習し、経験しております。そう
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いった折り合いのつけ方や相互理解が全ての根底にあることであり、この多様性につい

てもそういった観点から学校では子どもたちに指導していく必要があるというふうに考

えております。

以上でございます。

○議長（後藤 健） 次に、２番の項目について質問を許します。

○２番（戸嶋貴美子） 次に、電気自動車の充電設備について質問をさせていただきます。

ガソリン車は、私たちの日常生活では欠かせないものでしたが、今日では、重要な生

活インフラになるのは電気自動車になりそうです。このことは、大仙市民７万

５，６７３人の皆様に直結する話でもあります。

国内では、電気自動車の販売台数が増えているため、２０１４年頃から電気自動車の

充電設備の箇所数が右肩上がりでしたが、２０２０年、初めて増え方に減少が見られま

した。二酸化炭素と地球温暖化の問題を考えるならば、ここで充電設備の拡充は踏ん張

らないといけないと私は考えます。充電設備の普及の課題には、一つには、地域による

課題、二つ目、経路充電における課題、三つ目、設備老朽化の課題、四つ目、事業者側

の課題とあります。メーカーの開発努力や政府の資金の補助といった取り組みが十分な

のか、厳しい目が注がれております。

大仙市での普及状況を調べましたところ、トヨタなど自動車販売店に設置されている

所が９カ所、コンビニなど小売店に６カ所、高速自動車道入り口に２カ所、電気工事会

社関連が２カ所、ホテルが１カ所で、合計２０カ所に設置されております。

横手市は充電設備の数が極端に少なく、湯沢市は普及率が大仙市よりも高い状況です。

それでは、電気自動車の社会的評価はどうでしょうか。また、社会に対するメリット

・デメリットはどうなのでしょうか。

電気自動車を導入するデメリットは、「本体価格がガソリン車よりも高い」「充電に

時間がかかる」「航続距離がガソリン車に比べると短い」「環境に負担がかかる」と言

われております。電気自動車は、数分で給油が完了するガソリン車と比べて充電に時間

がかかります。また、公共エリアに充電設備が少ないのがデメリットの一つです。さら

に、電気自動車はフル充電まで８時間を要しますが、急速充電であれば、空の状態から

８０パーセントまで充電するのに約３０分から１時間かかるのですが、これが現状です。

電気自動車は環境に負担がかかると言われております。電気自動車に使われているリ

チウムイオン電池は５年ほどで寿命を迎えますが、コバルトやニッケル、マンガンなど、
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土壌や水を汚染する材料が多く使われているため、そのまま廃棄することは環境汚染に

直結するという課題があります。

一方、電気自動車のメリットはどうでしょうか。電気自動車は、一方で環境に優しい

と言われております。電気自動車はガソリン車とは異なり、電気を燃料として走行する

ため、排気ガスを排出しません。そのため、排気ガスに含まれる環境汚染物質が排出さ

れず、環境に優しいためです。

日本では、２０５０年までにカーボンニュートラルの脱炭素化社会の実現を目指して

おります。排気ガスゼロの電気自動車は、その実現に向けた重要な社会的インフラと言

えるでしょう。

それでは、電気自動車は、あと何年で普及するのでしょうか。日本では「２０３５年

までに新車販売で電気自動車１００パーセントを実現」を掲げております。それは、あ

と１２年で実現です。

世界各国では「２０３０年から２０４０年までにガソリン車の販売を廃止」の発表を

して、世界的に「２０５０年のカーボンニュートラルの実現」を目指しています。日本

では、２０２１年１月、当時の菅首相が施政方針演説でその具体的時期を宣言しており

ます。

では、ガソリン車は２０３５年になくなるということでしょうか。政府は、昨年１２

月、自動車の電動化目標を大幅に前倒し、２０３５年までにガソリン車の新車販売を禁

止することを決めております。２０３５年以降は、ハイブリッド、プラグインハイブ

リッド、燃料電池車、電気自動車しか販売できなくなります。

一方、世界ではどうなるのでしょうか。一番気になるガソリン車廃止時期についてで

すが、各国によって差はあるものの、米国や欧州をはじめ中国などでも２０３０年から

２０４０年にかけてガソリン車廃止をする方針を明らかにしています。

具体的に申し上げますと、ノルウェーは２０２５年までに廃止します。ということは、

あと２年後でノルウェーにはガソリン車を売っているところがなくなります。スウェー

デン、オランダ、ドイツ、イギリスは２０３０年までに廃止することになっています。

日本は２０３５年までに廃止することとなっております。フランス、スペイン、

２０４０年までに廃止することとなっております。自動車大国のアメリカは州によって

違いがあるようです。

そこで質問です。大仙市のＥＶ設備の普及状況についてお尋ねいたします。
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また、大仙市が所有している用地を電気自動車の充電設備に賃貸で提供できないもの

かお尋ねいたします。

○議長（後藤 健） ２番の項目に対する答弁を求めます。今野副市長。

【今野副市長 登壇】

○副市長（今野功成） 質問の、ＥＶ充電設備の充実についてお答え申し上げます。

はじめに、大仙市のＥＶ充電設備の普及状況についてでありますが、ＥＶ充電につき

ましては、利用シーンにあわせて自宅で行う「基礎充電」、長距離移動の途中で行う

「経路充電」のほか、買い物やレジャー施設などの目的地滞在中に到着までの使用分を

充電する「目的地充電」の大きく三つに分類され、それぞれのシーンに応じた充電設備

の設置が推奨されております。

大仙市内におきましては、自動車販売店やコンビニエンスストアなど計２０カ所に、

それぞれの目的に応じて充電設備が設置されていることを確認しております。

次に、市有地を民間事業者に貸し付けることにつきましては、市では本年８月１日付

で、ＥＶ充電事業を行う「エネチェンジ株式会社」と包括連携協定を締結し、ＥＶ充電

器設置に向けた準備を進めており、設置に当たっては市有地の貸し付けを伴うものと

なっております。

今後、さらに個別の公共施設の敷地などにおいてＥＶ充電器を設置したいという事業

者の意向がある場合には、インフラ整備充実の観点からも、積極的に設置を進めていき

たいと考えております。

次に、市におけるＥＶ充電設備の設置場所の選考につきましては、「目的地充電」を

想定し、休憩や買い物、食事などを含めて滞在時間が比較的長い道の駅やスポーツ施設、

市民会館、温泉施設などに設置する方針としており、エネチェンジ社との協定に基づき、

本年１０月頃から１７の公共施設に各２台ずつ、合計３４台のＥＶ充電器を設置するこ

ととしております。設置を予定している充電器は、６キロワットの普通充電器で、通常

一般家庭に設置する充電器の２倍の性能を有しております。

なお、道の駅におきましては、「経路充電」についても一定の需要が見込まれること

から、今後、短時間での充電を可能とする３０キロワット以上の急速充電器の設置につ

いて、エネチェンジ社をはじめ導入していただける事業者と交渉を進めていきたいと考

えております。

市といたしましては、ゼロカーボンシティの実現に向け、ＥＶ車の普及に資する充電
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設備等のインフラ整備は必要不可欠であることから、公共施設はもとより、市内の商業

施設や宿泊施設などの民間事業者においても、ＥＶ充電器設置に向けた機運がより高ま

るよう、まずはエネチェンジ社と協力して準備を進めてまいります。

○議長（後藤 健） 再質問はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、戸嶋議員。

○２番（戸嶋貴美子） 柔軟なご対応と拡充をしてくださるという認識であります。引き

続きお願いをして質問を終わります。

○議長（後藤 健） これにて２番戸嶋貴美子議員の質問を終わります。

【２番 戸嶋貴美子議員 降壇】

○議長（後藤 健） 一般質問の途中でありますが、この際、昼食のため暫時休憩いたし

ます。午後１時再開でお願いいたします。

午前１１時５４分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午後 ０時５７分 再 開

○議長（後藤 健） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問を続けます。次に、３番佐藤文子議員。

（「はい、議長、３番」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、３番佐藤議員。

【３番 佐藤文子議員 登壇】

○議長（後藤 健） はじめに、１番の項目について質問を許します。

○３番（佐藤文子） 日本共産党の佐藤文子です。通告に従い、早速質問させていただき

ます。

最初に、マイナンバーカードとマイナ保険証について伺います。

マイナンバーカードと健康保険証を一体にしたマイナ保険証のトラブルが後を絶ちま

せん。マイナンバーの誤った紐づけに関する政府の総点検本部が中間報告を公表しまし

たが、健康保険証を一体化したマイナンバーカードに他人の保険証の情報が登録されて

いた事例が新たに１，０６９件確認され、既に判明していたものと合わせて８，４４１

件に上るとされております。

国民健康保険の被保険者の負担割合がオンライン資格確認に誤登録されていたのをは
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じめ、全国各地の医療機関の窓口では、健康保険証に記載された窓口負担とマイナン

バーカードで示されるオンライン資格確認の窓口負担が食い違うという問題が相次いで

いるようです。

オンライン資格確認システムには、負担割合や所得により区分される１カ月の自己負

担限度額が登録されております。マイナンバーカードには、これらの記載はありません。

誤登録は今のような健康保険証とオンライン資格確認の併用であれば、発見や訂正が可

能でありますが、健康保険証が廃止されれば誤登録を発見することはできなくなります。

また、一旦誤った情報が登録されてしまえば、医療機関による診療報酬の請求や国保

連などによる審査支払いのどの過程でも発見されないことが明らかになっております。

調べれば調べるほど深刻な実態が明らかになり、トラブルが続くマイナ保険証。にも

かかわらず岸田政権は、来年秋の保険証廃止を変えようとしません。世論調査では、国

民の７割超は保険証廃止の撤回や延期を求めております。岸田首相は、マイナ保険証を

持たない人全員に「資格確認書」を交付するとしておりますが、現行の保険証廃止を前

提としたものであり、必要枚数も数千枚と見られます。資格確認書は、業務を担う保険

組合や自治体の負担が膨大となるなど、新たな混乱を生むだけだと思います。現在の保

険証を存続させれば、こんな問題は起きません。保険証廃止を断念し、カードの利用拡

大の姿勢は改めるべきだと思います。

そこで伺います。一つ目に、マイナンバーカードを巡るトラブル発生について伺いま

す。

マイナンバーカード関連のトラブルは、前段のマイナ保険証の誤登録を含め、次のよ

うな事案が発生しておりますが、大仙市ではどうなのかお知らせいただきたいと思いま

す。

まず、コンビニサービスにおける誤交付、二つ目に、マイナ保険証の誤登録、三つ目

に、公金受け取り口座誤登録、子どもさんのマイナンバーを親の口座に紐づけするなど

の誤りであります。四つ目には、マイナンバーと障害者手帳情報との紐づけの誤り、他

人の障害手帳の情報がマイナンバーに登録されていたケースなどであります。五つ目に

は、マイナポイントを別の人に付与した例はないのか、六つ目には、マイナンバーカー

ドを別人に交付する、同姓同名などによる誤って別人に交付した事例、こうした六つに

大体整理されると言われますけれども、これらは一自治体としては把握できない部分も

あるかもしれませんが、分かる範囲でお知らせいただきたいと思います。
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二つ目には、共同通信の市区町村長へのアンケートについて伺います。

共同通信は、全国市町村長を対象に、政府が進める現行の健康保険証廃止やマイナン

バーカードを持たない人への資格確認書の発行などに関するアンケートを実施したよう

です。それによりますと、来年秋の現行保険証の廃止については、５６３人、４１パー

セントが「延期すべき」と答え、「予定どおり廃止すべき」としたのは３９５人の２９

パーセントであります。「撤回すべき」としたのが３０人の２パーセントと報道されて

おります。また、資格確認書の問題でも、９割の方が、首長が、事務負担の過重を不安

視しております。

県内の状況も報道されておりますが、その中には大仙市老松市長のコメントは報じら

れておりません。また、このアンケートには全市町村長が回答したわけではないようで

すから、この機会に市長の考えをお聞きしたく、質問させていただくものです。

アンケートの設問は多岐にわたっていると伺っておりますが、老松市長は、このアン

ケートに回答されたものかどうか、回答されたのであれば、どのようにお答えしたのか、

回答されていないのであれば、ぜひ設問に対する市長の考えを、この場でお聞かせいた

だきたいと思います。

次に、三つ目には、マイナンバーカードの返納について伺います。

日本財団が１７歳から１９歳に実施した調査で、マイナンバーカードを保有又は申請

中の人の４９．５パーセントが返納を希望するか返納の可能性があると考えていること

が分かったと報じられました。７月１４日から１７日の４日間に千人が回答したとのこ

とであります。

また、共同通信社が７月１４日から１７日実施した世論調査で、カードを「今後も取

得しないつもりだ」１４．２パーセントと、「返納するか更新しないつもり」１８．５

パーセントと回答を合わせた合計が３２．７パーセントとなり、特に６０歳以上の高齢

者では３８．８パーセントと４割近くなっていることが報じられております。

身近の方からも「返納は簡単にできたよ」といった声が聞かれました。大仙市では、

マイナンバーカードの返納者がいるのかどうか、いるとすればその数と現在のマイナン

バーカード取得率及び今年度になってからの取得者数の伸び率についてお示しいただき

たいと思います。

１番について以上です。よろしくお願いします。

○議長（後藤 健） １番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。
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○市長（老松博行） 佐藤文子議員の一つ目の発言通告であります「マイナンバーカード

とマイナ保険証」に関する質問につきましては、市民部長に答弁させますので、よろし

くお願いいたします。

○議長（後藤 健） 伊藤市民部長。

○市民部長（伊藤 敬） 佐藤文子議員の質問にお答え申し上げます。

質問の、マイナンバーカードとマイナ保険証についてでありますが、はじめに、マイ

ナンバーカードを巡るトラブル発生につきましては、一部の自治体でマイナンバーカー

ドを利用したコンビニ交付システムにおける誤交付が発生したほか、マイナンバーと健

康保険証や障害者手帳情報等の紐づけなどに誤りが生じているところであります。

本市の状況につきましては、１点目のコンビニ交付サービスにおける誤交付について

は、本市で採用しているシステムにおいて、そのような事案は発生しておりません。今

後利用者が増え、交付処理が過度に集中した場合であっても、性能上問題ないといった

点検結果を得ております。

２点目の、マイナ保険証の誤登録につきましては、市で管轄する国民健康保険被保険

者証については、住民基本台帳システムと連携していることから、基本的に誤登録はあ

りません。

自動連携の例外として、他市町村の施設等に入所された方や、学生で転出された方の

一部など、転出しても被保険者資格を有する住所地特例に当たるケースがありますが、

これらについても６月中に点検し、誤登録がないことを確認しております。

３点目の公金受取口座の誤登録につきましては、６月中にデジタル庁で点検を実施し、

誤登録の可能性が高い方々には、直接通知を発送していると伺っており、今のところ、

住民の方から通知が来たといった相談はありません。

また、市の窓口で口座登録の操作を支援をした方についても、本人の入力画面である

ことや本人の口座であることを職員も確認しながら処理しております。

４点目の、マイナンバーと障害者手帳情報との紐づけについては、県における事務で

あるため、本市で紐づけ作業は実施しておりませんが、他人の情報が紐づけられたと

いった報告は、現在のところ受けておりません。

５点目の、マイナポイントの別人付与につきましては、ご本人が手続きすることが基

本であり、ご本人がスマートフォン等で申し込まれた内容を市で確認することはできま

せんが、別人に付与されたといった相談は受けておりません。
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６点目の、マイナンバーカードを別人に交付した事案もありません。

いずれにいたしましても、トラブルが発生した場合には、関係省庁が示す方針に従い、

対処してまいります。

次に、共同通信の市区町村長アンケートにつきましては、本市に対しても依頼があり、

７月２８日にお答えしております。

アンケートでは、マイナ保険証に関連して、「２０２４年秋に従来の健康保険証を廃

止し、マイナンバーカードと一体化する方針が決定されているが、この方針について、

どう受け止めているか」という内容の設問があり、「予定どおり健康保険証を廃止すべ

きである」と回答しております。

マイナンバー制度につきましては、議員ご指摘のとおり、全国的に様々なトラブルが

報じられており、本市におきましても、このような状況を重く受け止めているところで

あります。しかしながら、現行の健康保険証では、資格喪失後の健康保険証の使用等に

よる過誤請求などが問題となっており、マイナ保険証が普及することにより、このよう

な問題を低減できます。また、本市のような人口減少が進行する地方都市においては、

行政サービスの継続はもとより、住民の生活を維持していくためにもデジタル化は必要

不可欠なものであると考えております。

今後も、マイナンバー制度の適切な運用を大前提に、デジタル社会の実現並びにマイ

ナンバーカードを活用した行政サービスの利便性の向上に全力で取り組んでまいります。

次に、マイナンバーカードの返納者数と取得率につきましては、これまで１６件の自

主返納があり、その理由は「使わないから」が１４件、「カードの使用に不安を感じた

から」が２件であります。

また、本市における現在のマイナンバーカードの取得率は、令和５年８月１３日時点

で８０．８パーセントであり、全国平均の７５．３パーセント、県内平均の７９パー

セントを上回っております。これは、全国では１，７４１自治体中３６２番目、県内で

は１３市中２番目に高い順位となっております。

次に、今年度になってからの取得者数と伸び率でありますが、取得者数は９，２９４

名、伸び率は１３．４パーセントとなっております。

引き続き、個人宅や事業所への出張申請受け付けなどを行いながら、マイナンバー

カードの取得率向上に努めてまいります。

以上であります。
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○議長（後藤 健） 再質問はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） 佐藤議員。

○３番（佐藤文子） 大仙市でのトラブルは、ほとんど発生していないというふうな、そ

ういう答弁でありました。全国で起こっているトラブルというふうなものは、根本的に

は、マイナ保険証に関しましては、特にこの財界が強くマイナンバーカード、これを強

力に全国民に進めるために紙の保険証が続く限り、このマイナンバーカードの取得が全

国民に進みにくいというふうなことから、何が何でも保険証をマイナカードに切り替え

るんだというふうな、そういう指令があったというふうなことは強く言われております。

マイナンバーカードの取得そのものは、義務ではありませんし、そういうふうな意味で

は、このマイナ保険証、健康と命を守る最大のこの武器、保険証というふうなものをか

ざして、このマイナンバーカードをごり押ししていく、こういうふうなことが問題に

あって、一気に進めようとしているそのことがこのトラブルが起きていることになって

いるわけです。その後にもですね、健康保険証代わりにマイナンバーカードを使用して

も、加入者の紐づけが全然進まないために、使用不能になっていると。病院に行ってか

ざしても紐づけされていないもんですから、そのカードが全然使用不可能だというふう

な問題が今７７万件も起こってきているというふうなことがあります。そういうふうな

問題は、この取得率、全国では七十数パーセント、大仙市内では８０．８パーセントと

高い取得率になっているわけですけれども、いずれ残るその２０パーセント程度のね、

取得、全部にさせたところで、今度はその数が増えれば増えるほど、また、保険者が今、

いろいろ違うところで保険組合、そういうふうなところがいろいろあるわけです。そう

いうところで作業が進められ、紐づけがいろいろ行われていくというふうな中で、トラ

ブルは今後もっともっと増えるだろうというふうに言われています。今の保険証が何ら、

何ら問題なく進められているところに、このデジタル化を強引に進めていく、そしてト

ラブルがどんどん発生しているというふうな問題は、ちょっとやっぱり来年秋、１年後

にこれを廃止してしまうと、健康保険証を廃止してしまうというふうなやり方は、これ

は何としても食い止めなければいけないというふうに、そういう立場で私たち今、頑

張っているところですけれども、市長は予定どおり廃止すべきというふうにお答えなっ

たようですが、大仙市内には大変多くの福祉施設入所者もおります。その方々が通院の

たびに利用するそのマイナカードになった場合の、その認証、顔認証はちょっとなかな
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か問題いろいろあって、いろいろ変更などもあるようですが、それを管理する現場の職

員の皆さんの負担、そしてまた、５年のたびにマイナンバーカードを持たない人への確

認書、資格確認書、これをね、５年ごとに発行するその手間暇、現場のね、そういうふ

うな問題も考えますと、非常にやっぱりこの一体化、マイナカード、マイナ保険証とい

うふうなものには問題があるというふうなこと、この１番の問題については、私の見解

も述べて質問は終わります。答弁はいりません。

○議長（後藤 健） 次に、２番の項目について質問を許します。

○３番（佐藤文子） ２番目に、学校給食の無償化について要望いたします。

小・中学校給食の無償化の動きは、２０１７年度の７６市町村から２０２２年１２月

には２５４市町村へと３倍に増えました。そして、今年２０２３年度は、今年度実施予

定も含め４８２自治体へと、さらに広がっております。

急増の背景には、新型コロナ感染症対応で設けられた国の地方創生臨時交付金を活用

することにより、期間限定で無償化する自治体も多く含まれることでもありますが、こ

うしたところでも現在、恒久化の運動も起こっています。

また、小学校のみの無償化は１４市町村、中学校のみの無償化は１７市町村、さらに

学年限定や第３子以降の無償化などの一部補助を含めますと、無償の流れは加速されて

います。

秋田県内では、男鹿市が物価高騰による家計負担軽減のためとして、この７月から無

償化を実施しているようであります。

私も再三にわたって、この学校給食無料化を求めて質問させていただいてきておりま

す。その中で保護者の負担を定める学校給食法第１１条は、保護者負担を軽減するため

の補助を禁じたものではなく、自治体判断で補助ができること、また、子育て支援で実

施してもらいたい施策に多くが学校給食無料化ということを挙げていることなどを挙げ

て無料化を迫ってまいりました。あらゆる物価の高騰が続く中で無償化が加速度的に拡

大しているわけであります。

また、８月５日・６日開かれた全国学校事務研究集会関東集会では、教育の無償性の

観点から、学校給食の無償化が取り上げられましたが、そこでは「全国署名「給食費無

償」を全国へ」という取り組みを紹介した市立中学校の事務主査を務める柳沢靖明さん

が、署名の説明で、食は基本的人権であるとして現物給付の無償化はどんな家庭の子ど

もにとっても安心で申請主義の就学援助制度と違い、全員に届く普遍性があると述べて
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おります。さらに、小・中児童・生徒の給食費は、大仙市の場合、２億５，７６０万円

となりますが、無料化することによる財源確保は、一般会計の０．５４パーセントで可

能であります。令和３年・令和４年と続けて実質５億円以上の積み増しで、４年度末に

は４３億６，０００万円になっている財政調整基金を保有しているというふうなことを

考えますと、給食費無料化の財源は十分確保できるのではないかと考えます。

以上、収まる見通しのない物価高騰下での子育て世帯への緊急的経済支援として、ま

た、憲法に定める義務教育無償の観点から、そして、市の財政は無償化のための財源が

十分確保できる状況にあるという立場から、今こそ学校給食無償化に踏み出すよう要望

するものです。

以上で二つ目の質問を終わります。

○議長（後藤 健） ２番の項目に対する答弁を求めます。伊藤教育長。

○教育長（伊藤雅己） 佐藤文子議員の二つ目の発言通告であります「学校給食の無償

化」に関する質問につきましては、教育委員会事務局長に答弁させますので、よろしく

お願いいたします。

○議長（後藤 健） 山信田教育委員会事務局長。

○教育委員会事務局長（山信田浩） 質問の、学校給食の無償化についてお答え申し上げ

ます。

学校給食の無償化につきましては、これまで一般質問において答弁してまいりました

ように、学校給食法第１１条に基づき食材費相当分として保護者からご負担いただき、

生活困窮世帯への支援策といたしましては、給食費の免除を実施しております。そうし

た中、全国的には様々な方法で給食費の補助を始めている自治体があることは認識して

おりますし、県内自治体においてもそうした動きがあることを確認しております。

本市では、子ども・子育て支援の充実を重要施策の一つとして特に力を入れており、

「仕事と子育ての両立」をさらに後押しするため、子育て世帯に寄り添った切れ目のな

い支援体系を組織横断的に検討する「子育て支援制度等検討会議」の下、様々な取り組

みを進めているところでございます。

昨年度より、学校給食の無償化について具体的な例を基に検討を行っておりますが、

子育て世帯からのニーズが高い、就学前の子どもを持つ若い世帯への支援充実を図るこ

ととして、昨年度から２歳児の保育料無償化を実施し、さらに令和６年度を目途に全て

の子どもの保育料無償化に向けた準備を進めてまいります。
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併せて、雨天時・積雪時でも子どもがのびのびと体を動かして遊べるような屋内施設

のニーズが高いことから、運動空間や遊具等を備えた施設の整備に着手しております。

令和５年６月１３日に閣議決定された「こども未来戦略方針」においては、子ども・

子育て世代の所得向上と、次元の異なる少子化対策を「車の両輪」として進めていくこ

とが重要とされ、学校給食費無償化の実現に向けた具体的方策についても検討するとし

ております。

学校給食費無償化につきましては、こうした国の動向を見極めるとともに、引き続き

市民のニーズを把握しながら、子育て支援全体の枠組みの中で検討してまいります。

以上でございます。

○議長（後藤 健） 再質問はありませんか。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、佐藤議員。

○３番（佐藤文子） 教育委員会の方から就学前の子どもたちの保育料やそれらを充実し、

無償化するという答弁を教育委員会から聞くとは、ちょっと思いませんでしたけれども、

要は、今進めているこども家庭庁を中心にした異次元の子育て対策というふうな中で、

子どもたち、子育て支援策を強化しようというふうな流れになっていることは承知して

おります。先行して老松市長は、まず全就学前の子どもの保育料無償というふうなこと

をまず実施する、踏み切るというふうなことでありますが、幼児、就学前の子どもたち

の、まず保育、様々な支援制度で非常に充実させていこうとすることは、大いにぜひ進

めてもらいたいと思いますが、こうした中で、いざ今度小学校に入りますと、年間、小

学生では５万１，３００円、中学生では５万７千円という給食費が突然かかってくるわ

けです。そこがね、やっぱり突破する必要のある分野だというのは、ずっと感じます。

学校に入ると、入学の時から非常に準備資金いろいろかかります。もう一つ、事務局長

は、いろいろ就学援助というふうな中で実施していると言いますけれども、就学援助を

受けている生徒はですね、今、給食扶助、令和４年度で２４０人なんですよ。子どもた

ち全員、生徒数で４，８２９人の中の２４０人ですからね、ここに援助しているからい

いんだという問題ではありませんね。全児童が、やっぱりこの給食無料で受ける、それ

がこの誰も、どんな子どもも安心して学校に通える、一つの学校給食というのはその要

因になっておりますので、ぜひその点を考えてもらいたいと思います。

それから、先ほど基金の問題、財政的な問題もお話しましたけれども、実は財政調整
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基金は、ここ令和３年・令和４年度と５億円ほどずつ積み増しして４３億円までなって

いるというふうなことを言いましたが、ちょっとからくりがありまして、その他いろい

ろな様々な目的基金、実はこれが令和４年度にはぐっと２億円一気に増やしました。

様々な目的基金。そして、減債基金も２億円増やしました。そうしますと、令和４年度

のこの財調と目的基金と減債基金、これらの合計は、今１０８億円あるんです。それで、

昨年度は９５億円だったのが今１０８億円と、また１３億円増えました。昨年も１３億

円増えました。そして現在、様々なこの目的基金に振り分けて、この財調がそんなには

増えてないよというふうに見せかけている、そのところもね、若干ちょっと、この学校

給食、たかだか、たかだかとは言われませんね、２億５，０００万でこの無償化はでき

るのです。よくこれまでの答弁で３億円必要だ、３億円必要だって言ってますけれども、

これは給食センター事務局、あるいは学校の先生方、これらも含めての納付金でありま

すので、３億円を超えているのは当たり前なんですが、子どもたちの分、児童・生徒、

小学生と中学生の部分、これはね２億５，０００万でできるのです。これをね、まず恒

久的にしようと、そのやる気さえなれば、絶対出せない金ではないというふうに私は市

長にね、今まで保育料の無料化も含めて、国や県からのいろんなそういう財源補塡もあ

りますけれども、この就学前の子どもにかけているこの金額、これに比べますとね、小

学校、学校給食を無償化するための２億五、六千万円というふうなお金、これは今の市

の基金状況からして、出せないことはないでしょうというふうに私は言いたいのであり

ます。そういうふうなことでね、まず就学前の子どもたちの支援策は相当に力強く進め

ておりますが、いざ学校に入った途端、また、中学校に入ったら、ますますいろんなク

ラブ活動経費だとかそういうので経費がかかる。そういうふうな子どもたちが、経済支

援も含めましてね、教育無償と、義務教育無償というふうな観点からも、ぜひこれは

やってもらいたいというふうに思って、しつこく質問していますけれども、そちらもい

いという返事をいただくまでは、まだまだ続きそうな気もしますけれども、ぜひお願い

します。

○議長（後藤 健） 再質問に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行） 佐藤文子議員の再質問にお答え申し上げたいと思います。

まずですね、基金の関係ですけれども、少しね、理解の仕方がちょっと違うみたいな

点がありましたので、あえて言わせていただきますけれども、まず、特定目的基金とい

うのは目的がね、決まっておりますので、そのためにしか使えないということになりま
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す。２億増えたというお話、これは学校建設、それから庁舎建設の１億、１億の２億円

ですね。それから、減債基金が２億増えたと。５，０００万円しかありませんでした。

これね、ほかの都市では、大変恥ずかしい話ですけども、もう桁が違いますね、二つ。

やっとですね、２億５，０００万ということで、まず桁では、ほかのね、都市に並んだ

というふうなことでありますので、これもあまり何ていいますかね、自慢するようなお

話じゃないですけども、ただ、財政調整基金については確かに増えてきております。た

だ、これもですね、従来から申し上げてきたとおり、財政の健全化、それから財政基盤

の強化ということで、大仙市取り組んできたところであります。幸いいろんな事情があ

りまして財政調整基金に積めるような状況になってきているということで、これは、こ

れまでの取り組んできた財政健全化に向けた取り組みの成果の一つと言えるんではない

かなと思います。ただ、この県内の都市の中でもですね、多い都市と比べれば半分以下

です。それから、標準財政規模に対するこの財政調整基金の割合、これは県内９番目、

上から９番目と、低い方になります。そうしたことで、決してこの財政調整基金がね、

大きな額なんだというふうにとられては、ちょっと困るなということで、あえて今申し

上げているところであります。

２億５，７００万ですか、先ほど来ご指摘ありますけれども、これ、基金を崩してね、

やると２０年ももたない基金の額ですので、そうした意味では、なかなかこれ、大仙市

で検討していないということではないです。先ほどね、子育て支援制度等検討会議、教

育委員会ももちろんメンバーに入っていますので、３歳児未満の乳幼児の保育費の無償

化も、教育委員会の方も入って議論しているということで、今、事務局長からそうした

ね、お話ができるということですので、よろしくお願いしたいと思います。

いろいろ毎年この学校給食の無償化につきましては、その支援制度等検討会議で検討

させていただいておりますのでね、決してこれはいらないんだと、そういうことはする

必要がないんだというふうには決して考えておらないところであります。

もう一つですね、明日、実は秋田県市長会定例会が能代市で開催されます。私もち

ろん出席させていただきますけれども、そこで新たな案件ということで、大仙市も提出

させていただいておりますけども、子ども・子育て支援の充実強化ということで、先ほ

ど教育委員会の事務局長からも答弁ありました国のこども未来戦略方針の中でですね、

学校給食費無償化の実現に向けた具体的方策についても検討すると国でしておりますの

で、その中でしっかりとこの子育てに係る経済的負担の軽減ということで、子育て世帯
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の経済的負担の軽減を図るため、小・中学校を通した学校給食の無償化に伴う経費等に

ついて、国による財政支援を行うことということで、新たにこれを加えてですね、国に

対して要望するということを明日、市長会定例会で決定することになっております。も

ちろんこれだけじゃないですけども、そうしたことで、国の状況も見極めながら、そし

て大仙市の財政状況も勘案しながらですね、この学校給食費無償化については、今後と

も検討させていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくご理解を賜りた

いと思います。

○議長（後藤 健） 再々質問はありませんか。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、佐藤議員。

○３番（佐藤文子） 答弁はいりませんけれども、今の県で決定するその提言、非常に、

近い将来に国に基づくこの学校給食無償化の動きが全国自治体からも起きようとしてい

るんだというふうな表れなのかなというふうなことで、その前にぜひとも老松市長には、

国がやる前に俺たちまずやってね、もっともっと国が早く進めるようにやるんだという

ふうな思いを聞きたかったわけですけれども、いずれ今の市長の答弁で、早晩、近々と

は言われませんけども、いずれそうした流れが一層拍車がかかるというふうな受け止め

をさせていただきましたので、大いにその県での検討会議での強い要望を、市長として

も改めてこの言っていただくようによろしくお願いいたしまして、期待をいたしまして

質問を終わります。

○議長（後藤 健） これにて３番佐藤文子議員の質問を終わります。

【３番 佐藤文子議員 降壇】

○議長（後藤 健） 次に、１１番橋本琢史議員。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、橋本議員。

【１１番 橋本琢史議員 登壇】

○議長（後藤 健） １番の項目について質問を許します。

○１１番（橋本琢史） 新政会の橋本琢史です。第３回定例会におきまして、通告のとお

り質問させていただきますので、当局のご答弁をよろしくお願いいたします。

大仙市が目指す「災害に強いまちづくり」についてお伺いいたします。

地球温暖化により、近年の気象状況は大きく変わってきております。気温３５度を超
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える猛暑日、線状降水帯の発生による集中豪雨など、市民の生命と財産を脅かす猛威を

振るっております。

７月１４日から降り続いた雨により、県内では甚大な被害が発生しており、大仙市も

平成２９年以来となる大きな被害に見舞われました。今回の大雨による被害状況を見ま

すと、７月３１日現在で住宅への床上浸水が１６棟と７事業所に、床下浸水が３５棟と

３事業所に、孤立集落が６カ所、道路被害が９１件、河川被害が２９件、農作物等被害

が７１１．４ヘクタール、農地、土地改良施設被害が２７８件となっており、被害総額

は約２億８，３００万円に上回っており、また、市の公共施設でも大きな被害が報告さ

れております。

市内全体に及んでいる被害ですが、被害状況をさらに分析すると、玉川と雄物川の合

流地点からの下流域であり、それに結合する支流河川を含む西部地域が最も大きな被害

が発生してございます。協和、西仙北、神岡、南外を含む西部地域の被害状況は、住宅

の床上浸水１６棟全てであり、床下浸水は３５棟中３０棟、農作物等被害は７１１．４

ヘクタール中６７９．２ヘクタール、率にして９５．５パーセント、農地、土地改良施

設被害２７８件中２６２件、率にして９４．２パーセントなどとなっており、西部地域

の被害の大きさが際立っております。

平成２９年の集中豪雨は激甚災害となり、被害地域の防災強化のため、堤防や樋門の

整備、河川のしゅんせつ等、整備が進めてこられましたが、しかし、今回も多数の被害

が発生しており、市民の不安は解消されておりません。整備された箇所は河川の氾濫等

が抑えられた反面、流れ込んだ水の逃げ場がなくなったことによる内水氾濫が起きてお

り、新たな問題も起きております。未整備箇所の河川では、氾濫により農作物ほ場への

冠水被害があり、ほ場へ流れ残された流木やごみ、土砂の撤去作業に追われ、収穫を控

えた農家の方々の生産意欲と次期作に向けた不安は払拭されないままです。

また、主要道路が冠水し孤立集落となっている市民、指定された避難場所へも避難す

ることができない市民もおり、大変不安な気持ちでおられたことでしょう。

大仙市では、災害時の未然防止や災害時での対応について、「大仙市国土強靭化地域

計画」「大仙市地域防災計画」などに基づき進めていることと思います。その中では、

集中豪雨を想定した推進方針が９項目示されております。一つ目が河川改修等の治水対

策、二つ目が河川関連施設の老朽化対策、三つ目が田んぼダムの計画的な整備、四つ目

が排水施設の整備、五つ目が防災集団移転、六つ目が洪水ハザードマップ等の作成、七
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つ目が地区防災マップ・マイタイムラインの作成、八つ目が避難指示等の判断基準等の

策定、九つ目が避難要領の検討であります。着実に進められている項目もありますが、

未達成の項目もありますので、早急な推進・検討をお願いいたします。

その中にあります田んぼダムについては、排水施設の整備と一緒に進めることにより

効果的であり、現状では用排水路が整備された平野部では有効的な対策ではありますが、

山間部では対応できないのが現状です。排水路が未整備であり、なおかつ耕作放棄地が

年々増えていることが要因でもあります。

ハザードマップや地区防災マップも作成されておりますが、自分が住んでいる地域の

浸水想定区域や土砂災害区域を把握していない市民の方々の声も多く聞かれます。ス

マートフォンの普及が進んでいることもありますので、ＷＥＢ版ハザードマップの利用

を促し、防災意識の向上を図ってみてはどうでしょうか。

災害発生時には「大仙市公式ＬＩＮＥ」「ＦＭはなび」から情報発信しておりますが、

大仙市公式ＬＩＮＥのフォロワー数は市民の何パーセントなのでしょうか。市民のほ

とんどが、テレビからの情報を基に行動していることと思いますが、地域のきめ細やか

な情報取得には至っていないと思います。

例えば、停電になり、ライフラインが遮断され、テレビからの災害情報が入らなくな

ると、市民の方々の不安は、より一層増すことになります。災害情報取得に代わる手段

として、スマートフォンやラジオからの情報を頼ることとなります。以前の一般質問で、

迅速な情報伝達の手段として「防災ラジオ」の全戸無償配布を提案をさせていただきま

したが、市民へ意向調査を行い、検討することと答弁がありましたが、進捗状況はどの

ようになっているものでしょうか。

災害状況の把握、災害時の逃げ遅れをなくすためには、タイムリーな情報を迅速に発

信し、伝達しなくてはなりません。市民の生命と財産を最優先に考える必要があります。

そこでお伺いしますが、近年の自然災害は大規模化になってきており、いつ何時起き

るか予測がつきません。今回も集中豪雨により、様々な被害が発生しました。緊急的な

対応として現状復帰は当然ですが、現状復帰では同じことの繰り返しであります。市当

局は災害の原因を検証し、検証しているとすれば、同じような被害が発生しないために、

今後、どのような防災・減災対策に取り組んでいくのか、具体的にお伺いします。よろ

しくお願いします。

○議長（後藤 健） １番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。
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○市長（老松博行） 橋本琢史議員の「災害に強いまちづくり」に関する質問につきまし

ては、総務部長に答弁させますので、よろしくお願いいたします。

○議長（後藤 健） 福原総務部長。

○総務部長（福原勝人） 橋本琢史議員の質問にお答え申し上げます。

質問の、災害に強いまちづくりについてでありますが、はじめに、情報伝達につきま

しては、市では「防災ネットだいせん」「Ｌアラート」「ＬＩＮＥ」「Yahoo!防災速

報」「防災ラジオ」「ＦＭはなび」「広報車」といったテレビ、ラジオ、メール、ＳＮ

Ｓなど多様な媒体を介して市民に情報を伝達しております。

ご質問の本市のＬＩＮＥ公式アカウントには、本年７月末現在で９，５４０人が登録

しておりまして、昨年同期と比較し４，３３８人増加しております。この人数には、市

民以外の方も含まれている可能性がありますが、本年７月末現在の人口７万５，６７３

人で割合を求めますと１２．６パーセントという数値になります。

また、防災ラジオにつきましては、平成２８年に１万台導入いたしましたが、以前に

実施したアンケート調査の結果では、「使用していない」などの回答も多かったことか

ら、今後は全戸配布を検討するよりも、身近で使い慣れたスマートフォンや携帯電話を

活用した情報伝達の強化を図ることが、より効果的であると考えているほか、報道機関

と連携を図るなど新たな情報伝達手段も検討してまいります。

ただ一方で、防災ラジオを主な情報入手手段としている世帯も一定数いると思われる

ことから、現使用者に対する今後の需要などの調査を実施して対応を検討してまいりま

す。

次に、災害の発生原因の検証、防災・減災への今後の対策方針につきましては、近年、

線状降水帯による短時間豪雨の発生など、自然災害が頻発化・激甚化しており、市だけ

では対応しきれない災害がさらに増える恐れがあることから、国・県と連携を図りなが

ら、災害対応及び原因究明に当たってまいります。

また、築堤工事が進み、外水による氾濫は軽減されておりますが、これにより氾濫箇

所の変化、あるいは内水氾濫の増大が新たな課題となっていることを踏まえまして、引

き続き、国・県に対し対策を要望するとともに、市といたしましても、排水ポンプ車や

排水ポンプの増強、田んぼダムのさらなる推進などハード面の強化に加え、ハザード

マップの更新、ＷＥＢ版ハザードマップの利活用促進などソフト面の対策も強化してま

いりたいと存じます。
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以上です。

○議長（後藤 健） 再質問はありませんか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、橋本議員。

○１１番（橋本琢史） ありがとうございました。今お話をまず聞きますと、正確な情報

伝達という部分で様々な媒体を使いながら市民に広く伝えているということであります

けども、まず主力となっているその大仙市のＬＩＮＥの部分、まだまだ人数を増やす必

要があるのかなと思ってございますし、防災ラジオもまず１万台ということでしたので、

もっと様々な角度から、もうちょっと検証はできるのかなと思ってございます。

あと、今後の防災の対策についても、今お話を聞かせていただきましたけれども、今

までと違ったやはり災害の規模の形という形になってきてございます。今回、様々なま

ず堤防、樋門ができたということで内水氾濫、あとは川のしゅんせつがスムーズに行わ

れているという部分で、私も今回確認をしましたけれども、川の流れが今まで以上に速

くなってきております。そのせいで被害も大きくなってきているのかなと思っておりま

すので、それを未然に防ぐ部分ということでハード面・ソフト面、それぞれを組み合わ

せながら今後も検討をしていただければなと思ってございます。

それにかけまして、災害がまず発生したということの部分で、ちょっと再質問をさせ

ていただきたいと思いますけれども、災害発生時には、やはり迅速な対応、避難誘導な

ど最前線で活動しているのは、やはり消防団なり自主防災組織であると認識はしてござ

います。地域ごとに作られました自主防災組織は、地域の地理特性や住民を一番よく把

握していると思われます。しかし、日頃の活動や有事の際の活動がどのように行われて

いるのか見えないという意見を多く聞くようになりました。組織を立ち上げて終わりで

はなくて、有事の際に行動し、活動できる組織体制が必要かと思われます。大仙市では

自主防災組織がいくつあり、どのような活動支援、組織支援を行っているのかお伺いし

たいと思います。お願いします。

○議長（後藤 健） 再質問に対する答弁を求めます。福原総務部長。

○総務部長（福原勝人） 橋本琢史議員の再質問にお答えいたします。

市では、現在３９３の自主防災組織が設立されておりまして、これを組織率でいいま

すと、世帯数ベースで９１．６パーセントとなります。

このようなことから、市の支援につきましては、これまでの「組織化」から「活動の
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活性化」へとシフトしておりますが、およそ３年間にわたるコロナ禍の影響もありまし

て、なかなか思うような活動ができないといった声も多く聞かれております。

市といたしましては、地区防災マップの作成支援ですとか、防災訓練の実施など、よ

り実践的な活動に取り組む組織に対しての補助のほか、防災管理監による防災に関する

出前講座の実施などを行っております。

今後は、地域防災の核となる防災士の皆様、このような方々の活動支援などにも取り

組んでまいりたいというふうに考えております。

以上です。

○議長（後藤 健） 再々質問はありませんか。

（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（後藤 健） はい、橋本議員。

○１１番（橋本琢史） ありがとうございました。

やはり一番身近に感じられるのが、やはり自主防災組織ということで、大仙市の方も

推進をしながら、今３９３組織という部分が立ち上がっているかと思います。ですので、

有事の際は、やはりそういう方々が真っ先に避難誘導なり活動に携わっていただくよう

な場を、研修なりを提供させていただければなと思ってございます。

まず、今回の被害状況を見ますと、大仙市よりもひどかった秋田市、五城目町、私も

被害状況を確認してございました。秋田市に関しましては、私も今まで見たことがない

ような被害状況でありまして、これが大曲の中心部で起きるとどのようなことになるの

かなと思いますと、ちょっとゾッとするようなことが思われますので、それを未然に防

ぐためにも、今まで以上な県と国と、さらにその部分を今まで以上に協力要請をしなが

ら、今まで以上の防災強化に努めていただければなと思います。

最後の質問という形になりますけれども、一番やはり重要となってくるのは、市民を

守るためにはどのような手段で迅速な情報をやはり伝えていくのかという部分だと思い

ます。誰一人取り残さないという部分でありますけれども、今、答弁のありましたとお

り、様々な媒体を使いながら情報伝達しているということであります。それは一方的な

部分だと思います。ただ、市民からすると、どの情報が正確なのかという部分もありま

す。テレビという部分と、ラジオの部分が、情報が違う部分もありますので、大仙市と

しては、有事の際の正確な情報をどのような形で、避難誘導なり、自主避難が重要と

なってくるという部分で、市として最も有効な、迅速的な情報手段は何だと思っている
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のか最後にお聞きして質問を終わりたいと思います。

○議長（後藤 健） 再々質問に対する答弁を求めます。福原総務部長。

○総務部長（福原勝人） 情報伝達手段の正確性、これは当然どの手段を使っても正確で

ある、でなければならないということで、我々災害対策本部では、情報の一元化を図っ

ております。違った情報が出るということはしておりません。どの媒体に対しても、必

ず同じ情報が流れるように、各種様々な媒体は使っておりますけども、情報を出すのは

本部で、その情報は全て同じ情報を出しております。従いまして、どの媒体に接してい

ただいても正確な情報を得られるという体制を整えているつもりでございます。

それから、さらに申し上げれば、今、自主防災組織というふうな話がありました。特

に緊急時、こういった緊急で身の安全を確保しなければならないような事態に陥った時

には、やはり近所の相互の助け合いということ、要配慮者、避難行動要支援者、こう

いった方々に対する近所からのお声掛け、こういったことの体制も日頃から整える、そ

れからまた、それを日々確認するというふうな、こういった地道な活動が災害、被災を

防ぐというふうに考えておりますので、そういったところにも力を入れてまいりたいと

思っております。

以上です。

○議長（後藤 健） これにて１１番橋本琢史議員の質問を終わります。

【１１番 橋本琢史議員 降壇】

○議長（後藤 健） 以上で本日の日程は、全部終了しました。

本日はこれをもって散会し、明日、本会議第３日を定刻に開議いたします。

大変お疲れさまでした。

午後 ２時００分 散 会


